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◎
岡
山
県
規
則
第
五
十
五
号

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。平

成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
五
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
六
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

（
特
例
）

２

第
六
条
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の

耐
震
診
断
が
完
了
し
た
同
項
に
規
定
す
る
要
緊
急
安
全
確
認
大
規
模
建
築
物
で
あ
っ
て
、
特
別
の
事

情
が
あ
る
も
の
と
し
て
知
事
が
認
め
る
も
の
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行
う
場
合
に
は
、

同
号
に
掲
げ
る
写
し
の
添
付
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
九
十
号

岡
山
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
六
号
）

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太
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人事行政の運営等の状況

岡 山 県
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一　人事行政の運営の状況一　人事行政の運営の状況一　人事行政の運営の状況一　人事行政の運営の状況

１　職員数に関する状況１　職員数に関する状況１　職員数に関する状況１　職員数に関する状況　部門別職員数の状況と主な増減理由

（注）　職員数は一般職に属する職員数であり，地方公務員の身分を保有する休職者，派遣職員等を　　　含み，臨時又は非常勤職員を除いている。

（各年４月１日現在）区 分 対 前 年部 門 平成25年 平成26年 増 減 数福祉関係を 人 人 人を除く一般 議 会 33 34        1行政部門 総 務 649 629     △20 新財務システム安定化終了，業務体制の見直し税 務 227 227  労 働 77 74      △3 事務の統廃合農 水 988 963     △25 事務の統廃合，業務体制の見直し商 工 176 170      △6 業務体制の見直し土 木 826 806     △20 事務の統廃合，公共事業の減少小 計 2,976 2,903     △73福祉関係 民 生 337 335      △2 事務の統廃合衛 生 532 531      △1 事務の統廃合小 計 869 866      △33,845 3,769     △76特別行政 教 育 15,182 15,193       11 倉敷まきび支援学校の新設警 察 3,949 3,972       23 深刻な少年非行への対応小 計 19,131 19,165       34公営企業等 病 院 0 0  下 水 道 2 1      △1 事務の統廃合そ の 他 124 122      △2 事務の統廃合小 計 126 123      △323,102 23,057     △45

職 員 数

合　　　　計

主 な 増 減 理 由

一 般 行 政 計

1

平成２６年９月２６日　岡山県公報　第１１６２２号



２　職員の給与の状況

（１）　人件費の状況（普通会計決算）

(参考)

(平成24年度末) Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

人 千円 千円 千円 ％ ％

24年度 1,946,083 686,493,368 1,503,090 214,175,024 31.2 30.6

（注）　人件費は，職員に支払われた給与，退職手当，共済組合事業主負担金，公務災害補償基金負担金及び

　　　特別職に支払われた給与，報酬等の総額である。

区 分

住 民 基 本
台 帳 人 口

歳 出 額

平成 23年度
の人件費率

人 件 費 率人 件 費実 質 収 支

（２）　職員給与費の状況（普通会計決算）

Ａ 給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計　 Ｂ Ｂ／Ａ

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

24年度 23,080 98,085,651 17,921,107 35,347,217 151,353,975 6,558 7,042

（注）　１　職員数は，平成24年４月１日現在の人数である。

　　　　２　職員手当には，退職手当を含まない。

　　　　３　給与費については，任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており，

　　　　　職員数には当該職員を含まない。

(参考)都道
府県平均一
人当たり給
与費あああ

区 分
職員数

(参考)一人
当たり給与
費

給 与 費

（３）　特記事項

（給与減額の状況）

国の要請等を踏まえた減額措置の取組

実施

（給料）

　部長～主管課長級（行政職７～９級相当職）

　課長～主任級（行政職３～６級相当職）

　主事・技師級（行政職１・２級相当職）

　 ＜ラスパイレス指数＞

　  平成25年4月1日現在ラスパイレス指数(参考値)

　  平成25年7月1日現在ラスパイレス指数

（手当）

　管理職手当

 １０７．８(９９．６) 

９９．７

９．１０％減額

減額実施期間

平成25年7月1日から平成26年3月31日まで

減額措置の内容

９．７７％減額

７．６５％減額

４．７７％減額

2

平成２６年９月２６日　岡山県公報　第１１６２２号



（４）　ラスパイレス指数の状況（各年４月１日の状況）

（注）１　ラスパイレス指数とは，全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため，

国の職員数（構成）を用いて，学歴や経験年数の差による影響を補正し，国の行政職俸給表（一）

適用職員の俸給月額を100として計算した指数である。

　　　２　「参考値」は，国家公務員の時限的な（2年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置が

　　　　無いとした場合の値である。

96.1

99.4

107.8 107.4

99.6 99.399.7 

102.2

90

95

100

105

110

岡山県 都道府県平均

(H20.4.1) (H25.4.1)(H25.4.1) (H25.7.1)

※参考値

(H20.4.1) (H25.4.1)(H25.4.1) (H25.7.1)

※参考値

（５）　職員の平均年齢，平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成25年４月１日現在）

①　一般行政職

43.1  歳 337,763 円 417,737 円 368,277 円

43.1  歳
307,220

(332,446)
円

376,257
(405,463)

円

43.4  歳 335,404 円 419,973 円 375,236 円

（国比較ベース）

平均給与月額

岡山県

都道府県平均

国 －

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

②　高等（特殊・専修・各種）学校教育職

45.3 歳 397,031 円 442,859 円

44.8 歳 382,925 円 442,634 円

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

岡山県

都道府県平均

3
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④　警察職

38.5  歳 322,255 円 450,641 円 346,023 円

41.2  歳
 297,683

 (316,257)
円

 346,775
 (367,489)

円

39.0  歳 320,810 円 461,749 円 364,672 円

（注)１　「平均給料月額」とは，平成25年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

　　 ２　「平均給与月額」とは，給料月額と毎月支払われる扶養手当，地域手当，住居手当，時間外勤務手

　　   当等の全ての諸手当の額を合計したものであり，地方公務員給与実態調査において明らかにされてい

       るものである。

         また，「平均給与月額（国比較ベース）」は，比較のため，国家公務員と同じベース（＝時間外勤務

       手当等を除いたもの）で算出している。

　　 ３　国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額（国比較ベース）」の括弧書は，給与

      　改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値（減額前）である。

平均給与月額

（国比較ベース）

岡山県

国 －

都道府県平均

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

③　小・中学校（幼稚園）教育職

44.0  歳 378,030 円 413,771 円

43.7  歳 368,668 円 421,787 円

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

岡山県

都道府県平均

4

平成２６年９月２６日　岡山県公報　第１１６２２号



（６）　職員の初任給の状況（平成26年４月１日現在）

円 円

大 学 卒 184,000 172,200

高 校 卒 147,100 140,100

大 学 卒 205,200 －

高 校 卒 156,700 －

大 学 卒 205,200 －

高 校 卒 156,700 －

大 学 卒 206,300 200,000

高 校 卒 173,500 161,500

小・中学校教育職

警 察 職

国区　　　　分

一 般 行 政 職

高等学校教育職

岡　山　県

（７）　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成25年４月１日現在）

経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

円 円 円 円

大 学 卒 269,293 357,711 389,118 410,250

高 校 卒 224,757 312,932 351,460 376,740

大 学 卒 320,010 407,548 427,018 447,189

高 校 卒 － － － －

大 学 卒 315,823 398,928 412,481 429,568

高 校 卒 － － － －

大 学 卒 285,573 380,640 406,750 424,075

高 校 卒 253,098 358,964 403,189 407,706

（注）　１　経験年数とは，卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は，採用後の年数をいう。

　　　　２　平均給料月額には，給料の調整額及び教職調整額を含む。

　　　　３　高等学校教育職（高校卒）及び小・中学校教育職（高校卒）については該当職員なし。

区　　　分

一 般 行 政 職

高等学校教育職

小・中学校教育職

警 察 職

5
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（８）　一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成25年４月１日現在）

区 分 標準的な職務内容

人 ％ 円 円

９　級 部長

８　級 次長・参与

７　級 室長

６　級 課長・参事

５　級 副参事

４　級 主幹

３　級 主任

２　級 主事

１　級 主事

（注）　１　岡山県職員給与条例（昭和26年岡山県条例第18号）に基づく給料表の級区分による職員数である。

　　　　２　標準的な職務内容とは，それぞれの級に該当する代表的な職務である。

140,300 246,800

265,800 393,200

227,600 359,500

190,900 312,300

369,300 461,500

323,700 427,700

292,300 405,600

１ 号 給 の
給 料 月 額

最 高 号 給 の
給 料 月 額

469,800 543,400

416,100 483,6000.632

0.419

7.3371

7.5380

1.891

構 成 比職 員 数

9.6489

34.4

23.71,200

1,741

14.7745

1級

7.3 %

1級

7.2 %

1級

10.6 %

2級

7.5 %

2級

7.7 %

2級

12.3 %

3級

34.4 %

3級

35.8 %

3級

30.3 %

4級

14.0 %

4級

14.0 %

4級

14.0 %

5級

23.7 %

5級

23.3 %

5級

21.4 %

6級

9.6 %

6級

9.2 %

6級

8.7 %
7級

1.8 %
7級

1.8 %

7級

1.7 %

8級

0.6 %

8級

0.6 %
8級

0.7 %

9級

0.4 %
9級

0.4 %
9級

0.4 %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成25年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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（９）　昇給への勤務成績の反映状況

　職員の勤務成績を昇給に反映させるため，「Ａ」～「Ｅ」の５段階の昇給区分を設定し，人事評価

結果等に基づき昇給号給数を決定している。

（10）　職員手当の状況

①　期末手当・勤勉手当（平成26年４月１日現在）

　　民間のボーナスに相当する期末手当及び勤勉手当は，勤務成績，勤務期間に応じて年２回支給

　される。

千円

2.60 月分 1.35 月分 2.60 月分 1.35 月分

( 1.45 ) 月分 ( 0.65 ) 月分 ( 1.45 ) 月分 ( 0.65 ) 月分

　・役職加算　　　５ ～ 20 ％ 　・役職加算　　　５ ～ 20 ％

　・管理職加算　　15 ～ 25 ％ 　・管理職加算　　10 ～ 25 ％

（注）　（　）内は，再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）

　１．勤務成績の評定の実施状況

　　　実績評価及び能力評価からなる人事評価制度を実施している。

　２．勤勉手当への勤務実績の反映状況

　　　人事評価結果等に基づいて，「特に優秀」，「優秀」，「良好」，「良好でない」の成績区分

　　を用いて，成績率を決定している。

岡 山 県 国

1,491

勤勉手当期末手当 勤勉手当

（加算措置の状況）（加算措置の状況）

期末手当

　職制上の段階，職務の級等による加算措置　職制上の段階，職務の級等による加算措置

　１人当たり平均支給額（24年度） －

（26年度支給割合） （26年度支給割合）
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②　退職手当（平成26年４月１日現在）

　　退職手当は，職員が退職又は死亡したとき，当該職員又は遺族に支給される。

（支給率） （支給率）

勤続 20 年 21.62 月分 27.025a 月分 勤続 20 年 21.62 月分 27.025a 月分

勤続 25 年 30.82 月分 36.57aa 月分 勤続 25 年 30.82 月分 36.57aa 月分

勤続 35 年 43.7a 月分 52.44aa 月分 勤続 35 年 43.7a 月分 52.44aa 月分

最高限度額 52.44 月分 52.44aa 月分 最高限度額 52.44 月分 52.44aa 月分

（その他の加算措置） （その他の加算措置）

（１人当たり平均支給額）

2,521 千円 27,508 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は，平成24年度に退職した職員に支給された平均額である。

　定年前早期退職特例措置（２～45％加算） 　定年前早期退職特例措置（２～45％加算）

岡 山 県 国

自己都合 応募認定・定年 自己都合 応募認定・定年

③　地域手当（平成25年４月１日現在）

　　地域手当は，当該地域における民間の賃金水準を基礎とし，当該地域の物価等を考慮して

　定める地域に在勤する職員及び医療職給料表（一）の適用を受ける職員に支給される。

支給対象職員数 国の制度（支給率）

人 ％

18 18.0

6 15.0

4 10.0

1 6.0

9,219 3.0

25 15.0

3.1

（注）「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は，支給対象職員に対し，国の率で支給したと仮定

　　した場合の加重平均の支給率である。

大 阪 市

18.0

142,549 円

％

岡 山 市

医 師 ・ 歯 科 医 師

3.0

 支給実績（24年度）

 支給職員１人当たりの平均支給年額（24年度決算）

支 給 対 象 地 域

10.0

3.1

15.0

1,329,417 千円

支 給 率

仙 台 市 6.0

平 均 支 給 率

東 京 都 特 別 区

広 島 市

15.0
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④　特殊勤務手当（平成26年４月１日現在）

　　特殊勤務手当は，著しく危険，不快，不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で，給与上

　特別の考慮を必要とし，かつ，その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められる職員に，

　その勤務の特殊性に応じて，日額又は月額で支給される。

 支給実績（24年度） 1,104,155 千円

 支給職員１人当たり平均支給年額（24年度） 146,226 円

 職員全体に占める手当支給職員の割合（24年度） 33.3 ％

 手当の種類（手当数） 30

【手当の名称，主な支給対象職員等】

　別紙１のとおり

⑤　時間外勤務手当

　　時間外勤務手当は，正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に，その勤務した時間に

　対して支給される。

 支給実績（24年度） 4,210,430 千円

 職員１人当たり平均支給年額（24年度） 182 千円

 支給実績（23年度） 4,329,384 千円

 職員１人当たり平均支給年額（23年度） 188 千円
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⑥　その他の手当（平成26年４月１日）

〔全任命権者共通〕

手当名 内 容 及 び 支 給 単 価
国の制
度との
異同あ

国 の 制 度 と
異 な る 内 容

支 給 実 績
支 給 職 員
１ 人 当 た り
平均支給年額

（24年度決算） （24年度決算）

扶養手当 ○扶養親族のある職員に 同じあ 2,815,797千円 254,386円 

　支給

・配偶者

　　月額　13,000円

・配偶者以外の扶養親族

　１人につき

　　月額　 6,500円

　職員に配偶者がない場

　合の扶養親族のうち１

　人

　　月額　11,000円

　扶養親族である子のう

　ちに満15歳に達する日

　以後の最初の４月１日

　以降にある子がいる場

　合には5,000円加算

住居手当 ○自ら居住するための住 同じあ 1,151,658千円 248,846円 

　宅を借り受け，一定額

　（12,000円）を超える

　家賃を支払っている職

　員に支給

・家賃額に応じ支給

　最高限度額

　　月額　27,000円

初任給調 ○医師等の欠員補充が困 異なる 58,464千円 1,771,636円 

整手当あ 　難な職に採用された職

　員に支給

・医療職給料表（一）の

　適用を受ける職

　  月額410,900

　　　 ～306,000円以内

　（採用の日から１年を

　経過するごとに一定額

　を減ずる。以下同様）

・医学又は歯学に関する

　専門的知識を必要とす

　る職　月額　50,000円

・獣医学に関する専門的 ・獣医学に関する専門的

　知識を必要とする職 　知識を必要とする職

　　月額　30,000円 　　支給なし
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手当名 内 容 及 び 支 給 単 価
国の制
度との
異同あ

国 の 制 度 と
異 な る 内 容

支 給 実 績
支 給 職 員
１ 人 当 た り
平均支給年額

（24年度決算） （24年度決算）

通勤手当 ○通勤のため，交通機関 異なる 2,374,327千円 115,685円 

　等を利用してその運賃

　等を負担すること，自

　動車等を使用すること

　及びこれらを併用する

　ことを常例とする職員

　に支給

・交通機関利用者 ・交通機関利用者

　運賃負担額に応じ支給 　運賃負担額に応じ支給

　最高支給限度額 　最高支給限度額

　　月額64,000円＋（運 　　月額　55,000円

　　賃等相当額－64,000

　　円）／２

・交通用具使用者 ・交通用具使用者

　使用距離に応じ支給 　使用距離に応じ支給

　最高支給限度額 　最高支給限度額

　（自動車等） 　　月額　24,500円

　　月額　49,700円

　（自転車）

　　月額　 2,200円

単身赴任 ○公署を異にする異動等 同じあ 109,808千円 311,955円 

手当ああ 　に伴い転居し，やむを

　得ない事情により配偶

　者と別居し，単身で生

　活することを常況とす

　る職員に支給

・月額　23,000円～

　　　　　　　68,000円

特地勤務 ○離島その他の生活の著 同じあ 64,088千円 257,382円 

手当ああ 　しく不便な地に所在す

　る公署に勤務する職員

　に支給

・級別区分　 支給割合

　３級地　 　12／100

　２級地　 　８／100

　１級地　 　４／100

宿日直手 ○宿日直勤務を命ぜられ 同じあ 597,166千円 256,625円 

当あああ 　た職員が勤務した場合

　に支給

・一般の宿日直 4,200円

・特別の宿日直

　研修施設等における当

　直　　　　　 5,900円

　常直　 　   21,000円

管理職員 ○管理職の職員が，臨時 同じあ 24,906千円 415,100円 

特別勤務 　又は緊急の必要等によ

手当ああ 　り，週休日又は休日等

　に勤務した場合に支給

・１回　4,000円～

　　　　　　　12,000円
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手当名 内 容 及 び 支 給 単 価
国の制
度との
異同あ

国 の 制 度 と
異 な る 内 容

支 給 実 績
支 給 職 員
１ 人 当 た り
平均支給年額

（24年度決算） （24年度決算）

夜間勤務 ○正規の勤務時間とし 同じあ 219,562千円 156,161円 

手当ああ 　て，午後10時から翌日

　の午前５時までに勤務

　した職員に支給

・支給割合　25／100

休日勤務 ○休日等における正規の 同じあ 824,101千円 512,182円 

手当ああ 　勤務時間中に勤務する

　ことを命ぜられた職員

　に支給

・支給割合　135／100

管理職手 ○管理又は監督の地位に 異なる ○管理又は監督の地位に 1,335,069千円 616,091円 

当あああ 　ある職員の職のうち人 　ある職員の官職のうち

【俸給の 　事委員会規則で定める 　人事院規則で指定する

特別調整 　職にある職員に支給 　職にある職員に支給

額】ああ ・給料月額の25／100以 　俸給月額の25／100以

　内 　内

　主な役職　支給額(円) 　区分　　支給額(円)

　部長(１種)　130,300 　１種 117,500～139,300

　次長(３種)　103,400 　２種  88,500～104,200

　参与(４種)　 88,500 　３種  72,700～ 82,200

　課長(５種)　 74,800 　４種  55,500～ 66,400

　参事(８種)　 54,000 　５種  46,300～ 51,900

寒冷地手 ○基準日（毎年11月から 同じあ 11,483千円 61,738円 

当あああ 　翌年３月までの各月の

　初日）に寒冷地等に在

　勤する職員に支給

・世帯主である職員

　扶養親族あり

　　月額　17,800円

　その他

　　月額  10,200円

・世帯主以外の職員

　  月額   7,360円

農林漁業 ○農林水産業の普及指導 － － 35,647千円 180,036円 

普及指導 　員（管理職手当の支給

手当ああ 　を受ける者を除く。）

　に支給

・給料月額の４／100

災害派遣 ○災害対策基本法（昭和 － － 0千円 

手当ああ 　36年法律第223号）の

　規定により，他の地方

　公共団体等から派遣さ

　れた職員が，住所又は

　居所を離れて県内に滞

　在することを要する場

　合に，当該職員に支給

・日額　6,620円以内
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〔教育委員会〕

手当名 内 容 及 び 支 給 単 価
国の制
度との
異同あ

国 の 制 度 と
異 な る 内 容

支 給 実 績
支 給 職 員
１ 人 当 た り
平均支給年額

（24年度決算） （24年度決算）

へき地手 ○交通条件及び自然的経 － － 169,307千円 500,908円 

当あああ 　済的文化的諸条件に恵

　まれない山間地，離島

　その他の地域に所在す

　るへき地学校（共同調

　理場を含む。）に勤務

　する職員に支給

・級別区分　　支給割合

　５級地　  　25／100

　４級地　  　20／100

　３級地　  　16／100

　２級地　  　12／100

　１級地　  　８／100

　準へき地　　４／100

　へき地手当

　に準ずる手当４／100

義務教育 ○小学校，中学校，高等 － － 1,012,545千円 73,103円 

等教員特 　学校，中等教育学校又

別手当あ 　は特別支援学校に勤務

　する教育職員に支給

・月額　8,000円以内

定時制通 ○定時制又は通信制の課 － － 44,566千円 295,139円 

信教育手 　程を置く高等学校の校

当あああ 　長，副校長，教頭及び

　教育職員に支給

・定時制　月額19,000円

　（管理職手当の支給を

　受ける者は月額15,000

　円）

・通信制　月額 9,500円

　（管理職手当の支給を

　受ける者は月額7,500

　円）

産業教育 ○農業又は工業課程を置 － － 100,370千円 286,771円 

手当ああ 　く高等学校において，

　実習を伴う当該科目を

　主として担任する者に

　対して支給

・月額　19,000円（管理

　職手当又は定時制通信

　教育手当の支給を受け

　る者は月額11,500円）
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（11）　特別職の報酬等の状況（平成26年４月１日現在）

知 事

副 知 事

議 長

副 議 長

議 員

知 事

副 知 事

議 長

副 議 長

議 員

知 事

副 知 事

知 事

副 知 事

（注）　１　給料の（　）内は，減額措置を行う前の金額である。

　　　　２　退職手当の「１期の手当額」は，平成26年４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき，１期

　　　　　（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

地
域
手
当

給料の３％

（支給時期）

 129万円×在職月数×0.59 36,532,800　円 任期ごと

 102万円×在職月数×0.42 20,563,200　円 任期ごと

期

末

手

当

（平成26年度支給割合）

2.95 月分

（平成26年度支給割合）

2.95 月分

退

職

手

当

（算定方式） （１期の手当額）

議

員

報

酬

950,000　円   ( 1,000,000 円 )

855,000　円     ( 900,000 円 )

798,000　円     ( 840,000 円 )

区 分 給 料 月 額 等

給

料

1,032,000　円 ( 1,290,000 円 )

918,000　円   ( 1,020,000 円 )

　　　※特別職等の給与削減の状況

　　　　①知事等の特別職等 （平成26年度）

職 名

％

知 事

副 知 事

公 営 企 業 管 理 者

常 勤 監 査 委 員

教 育 長

　　　　②議長，副議長，議員 （平成26年度）

職 名

％

議 長 ， 副 議 長 ， 議 員 5

給料の削減率

議員報酬の削減率

5

5

5

20

10
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３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況（１）　勤務時間の状況①一般的な職員の勤務時間の状況
②研究職員等の勤務時間の基準の特例（いわゆるフレックスタイム制度）の実施状況

（４）　特別休暇の概要　　　別紙２のとおり

（３）　介護休暇の利用状況（平成25年度）
（２）　年次有給休暇の使用状況（平成25年）日平均使用日数 11.9

区　　分 介護休暇取得者数人男性職員 2女性職員 9計 11区　　分 介護休暇取得者数人男性職員 2女性職員 9計 11 人 人人 人 人 人
人 人人 人 人 人1

１月以下 １月超え 65 ３月超え ４月超え ５月超え２月以下 ３月以下 ４月以下 ５月以下２月超え
配 偶 者の父母父母配偶者 子 その他孫兄弟姉妹祖父母

9271111

要 介 護 者 数 （ 職 員 と の 続 柄 別 ）
介 護 休 暇 の 期 間43111人 人

時間 分38 45 休 憩 時 間12:00～13:00開 始 時 刻週の正規の勤務時間 終 了 時 刻8:30 17:15
農林水産総合センター（農業研究所）農林水産総合センター（畜産研究所）農林水産総合センター（森林研究所）農林水産総合センター（水産研究所）

実際に利用している職員数対象職員数対象事業所 実施事業所 実 施 事 業 所 の 名 称79 工業技術センター農林水産総合センター（生物科学研究所）箇所 箇所 38180環境保健センター 人 人
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４　職員の休業の状況４　職員の休業の状況４　職員の休業の状況４　職員の休業の状況（１）　育児休業等の利用状況①育児休業及び部分休業の取得者数

（注）　１　「平成25年度の取得者数」欄の上段は平成25年度の新規取得者の，下段は前年度以前から引き続　　　　　いている者の数である。　  　　２　「平成25年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員　うち育児休業取得者数」欄の（　）　　      内の数字は取得率を示す。　 　   ３　平成25年度に育児休業を新規に取得した者の数の中には，平成24年度中に育児休業が取得可能と　 　 　  なって平成25年度に新規に育児休業を取得した者も含まれる。

③部分休業承認期間（平成25年度中に新たに部分休業を取得した職員について）

②育児休業承認期間（平成25年度中に新たに育児休業を取得した職員について）

      （単位：人，％）　　育児休業 部分休業 育児短時間 育児休業等 うち うち うち取得者数 取得者数 勤務者数 対象者数 育児休業 部分休業 育児短時間取得者数 取得者数 勤務者数2 438 11 （0.2）381 7 31 293 281 12387 10 40 （95.9） （4.1）383 7 31 731 281 13387 11 40 （38.4） （1.8）

平成25年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員
計女性職員男性職員

平成25年度の取得者数

区　　分 育児休業取得者数 ６月以下 ６月超え １年超え １年６月超え ２年超え ２年６月超え１年以下 １年６月以下 ２年以下 ２年６月以下人 人 人 人 人 人 人男性職員 2 1 1女性職員 281 5 55 78 57 37 49計 283 6 56 78 57 37 49
育 児 休 業 承 認 期 間

区　　分 部分休業取得者数 １年以下 １年超え ２年超え ３年超え ４年超え ５年超え２年以下 ３年以下 ４年以下 ５年以下人 人 人 人 人 人 人男性職員女性職員 7 7計 7 7
部 分 休 業 承 認 期 間
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（２）　自己啓発等休業の利用状況①自己啓発等休業の取得者数 （単位：人）

（注）「取得者数」欄の上段は平成25年度に新たに取得した者の，下段は自己啓発等休業の期間が　　　前年度以前から引き続いている者の数である。② 自己啓発等休業取得状況（平成25年度中に新たに自己啓発等休業を取得した職員について）
③ 自己啓発等承認期間（平成25年度中に新たに自己啓発等休業を取得した職員について）

区　　分 取得者数13233 1計女性職員男性職員 大学等課程の履修1 国際貢献活動
2 1112 12

区　　分 取得者数人男性職員女性職員 3計 3 人 その他人 人人 人 人 人11 1 1
大学院 大学 外国の大学院・大学

1 1
JICA等 姉妹都市等その他教育施設 奉仕活動

区　　分 取得者数人男性職員女性職員 3計 3 11
１年以下 ２年超え３年以下人人人 1 11

２年以下1
自己啓発等休業承認期間１年超え
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（３）　修学部分休業の利用状況①修学部分休業の取得者数 （単位：人）

（注）「取得者数」欄の上段は平成25年度に新たに取得した者の，下段は修学部分休業の期間が　　　前年度以前から引き続いている者の数である。② 修学部分休業取得状況（平成25年度中に新たに修学部分休業を取得した職員について）
③ １週間の取得時間（平均）（平成25年度中に新たに修学部分休業を取得した職員について）

区　　分 取得者数
00

男性職員
計女性職員

区　　分 取得者数人男性職員 0女性職員 0計 0 00 0 0 0 0 0
各種学校教育施設 その他人 人 人 人 人 人 人大学院 大学 短期大学 高等専門学校 専修学校

区　　分 取得者数人男性職員 0女性職員 0計 0 0 0 0
１０時間以下 １５時間以下人 人 人５時間以下 ５時間超え １０時間超え １５時間超え１週間の取得時間（平均）２０時間以下人0
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５　職員の分限及び懲戒処分の状況（平成25年度）５　職員の分限及び懲戒処分の状況（平成25年度）５　職員の分限及び懲戒処分の状況（平成25年度）５　職員の分限及び懲戒処分の状況（平成25年度）（１）　分限処分者数
（注）　分限処分とは，心身の故障の場合など職員がその職責を十分に果たすことを期待できない場合に，公務　　　能率の維持を目的としてなされる不利益処分である。（２）　懲戒処分者数
（注）　懲戒処分とは，職員の義務違反に対し地方公共団体の規律と公務遂行の秩序を維持する目的で，職員に　　　その道義的責任を負わせる不利益処分である。

６　職員の服務の状況（平成25年度）６　職員の服務の状況（平成25年度）６　職員の服務の状況（平成25年度）６　職員の服務の状況（平成25年度）①倫理の保持に関する状況
②倫理の保持に関して講じた主な施策
（１）　岡山県職員倫理条例第４条に基づく「職員の職務に関する倫理の保持に関する状況」

降 任 免 職 休 職 降 給 合 計 失 職人 人 人 人 人 人1 287 288
戒 告 減 給 停 職 免 職 合 計人 人 人 人 人5 10 8 4 27
　夜間における利害関係者との飲食の届出 84 件　利害関係者とのゴルフ，自己負担なしの飲食等の許可 9　5,000円を超える贈与又は報酬の支払 5　岡山県職員倫理条例（平成12年岡山県条例第６号）違反による　懲戒処分 0
・各所属長に対し，綱紀の保持，虚礼の廃止等について通知したこと。・職員研修等において，職員倫理に関する講座を開催したこと。・不祥事件の再発防止に向け，「服務規律アドバイザー」を任用し，職員から　の相談を受けるとともに，綱紀粛正を図ったこと。
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７　職員の研修及び勤務成績の評定の状況７　職員の研修及び勤務成績の評定の状況７　職員の研修及び勤務成績の評定の状況７　職員の研修及び勤務成績の評定の状況（１）　研修の状況（平成25年度）①知事部局

②教育委員会

研 修 名 対 象 者 人 数 研 修 内 容新規採用職員研修 新規採用職員 71 11 日 県職員として必要な知識や態度，仕事の進め方などを学ぶ研修主任級研修 主任級に昇任した職員 92 1主幹級研修 主幹級に昇任した職員 201 1課長級研修 課長級に昇任した職員 118 0.5班長研修 新任班長 103 1 班内のマネジメント，班員の士気高揚・育成に必要なスキルを習得し，意識の刷新を図る研修所属マネジメント研修 新任所属長等 66 1 統率力を持って所属のマネジメントや部下の育成を行う手法を学ぶ研修

研修期間
県職員として知っておくべき内容を補充・再確認するとともに，昇任した職制に求められる職務行動を理解し，新たな気持ちで業務に取り組む出発点となるような意識の刷新を図る研修

人

研 修 名 対 象 者 人 数 研 修 内 容初任者研修講座 新任教員 286 20 日 実践的指導力と使命感を養うとともに，幅広い知見を得させる研修２年目研修 教職経験２年目の教員 305 3 教職経験２年目の教員としての使命と責任を自覚させ，学級（ホームルーム）担任，教科担任としての力量と専門職としての指導力の向上を図る研修５年経験者研修講座 教職経験６年目の教員 140 2 教職経験６年目の教員としての使命と責任を自覚させ，学級（ホームルーム）担任，教科担任としての力量と専門職としての指導力の向上を図る研修10年経験者研修講座 教職経験11年目の教員 113 10 個々の能力，適性等に応じて教科指導，生徒指導等に関する指導力，教育課題に適切に対応する力その他の資質を向上させる研修15年経験者研修講座 教職経験16年目の教員 127 2 個々の能力，適性等に応じて，学校の中堅として若手教員の範となりながら，自己の課題解決や意識改革に取り組むとともに，学校経営に積極的に参画できる力，その他の資質を向上させる研修新任副校長教頭研修講座 新任公立学校副校長教頭 98 3 学校組織マネジメント，人事管理，リスクマネジメント，教育指導上の課題について研修し，副校長，教頭としての資質の向上を図る研修副校長教頭研修講座 公立学校副校長教頭 518 2 学校組織マネジメント，人事管理，リスクマネジメント，教育指導上の課題について研修し，副校長，教頭としての資質の向上を図る研修

研修期間人人人人
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③警察本部研 修 名 対 象 者 人 数 研 修 内 容初任科（短期課程） 新規採用された巡査（大学卒） 82 180 日 新たに採用された巡査に対する基礎的教養訓練初任科（短期課程） 新規採用された巡査（大学卒） 24 177 新たに採用された巡査に対する基礎的教養訓練初任科（長期課程） 新規採用された巡査（大学卒以外） 36 306 新たに採用された巡査に対する基礎的教養訓練警部補任用科 昇任後間もない警部補及び昇任予定の巡査部長 27 12 中級幹部として必要な知識及び技能の向上を図る教養巡査部長任用科 昇任後間もない巡査部長及び昇任予定の巡査長 9 12 初級幹部として必要な知識及び技能の向上を図る教養一般職員初任科 新規採用された一般職員 12 26 新たに採用された一般職員に対する基礎的教養専科（39課程） 各部門に該当する職員及び希望する職員 692 3～39 各部門の専門的かつ高度な知識及び技能を習得させる教養訓練

研修期間人

研 修 名 対 象 者 人 数 研 修 内 容新任校長研修講座 新任公立学校長 69 1 学校組織マネジメント，人事管理，リスクマネジメント，教育指導上の課題について研修し，新任校長としての資質の向上を図る研修校長研修講座 公立学校長 423 3(小中)4(高特) 学校組織マネジメント，人事管理，リスクマネジメント，教育指導上の課題について研修し，校長としての資質の向上を図る研修総合的ミドルリーダー研修講座 10年経験者研修を修了した45歳以下の教諭 22 10 岡山県の教育をリードし，各学校の中核となる総合的ミドルリーダーを育成する研修
研修期間
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（２）　勤務成績の評定の状況①知事部局
②教育委員会
③警察本部

実 施 時 期 10月及び3月 実 施 人 数 3,952 人評 定 方 法 岡山県職員人事評価規程（平成24年岡山県訓令第2号）に基づき，地方公務員法（昭和25年法律第261号）第３条第２項に規定する一般職に属する職員（再任用職員，臨時的任用職員，非常勤職員等を除く。）について，「実績評価」及び「能力評価」を実施している。実 施 時 期 １０月及び３月 実 施 人 数 783 人評 定 方 法実 施 時 期 ２月 実 施 人 数 13,879 人評 定 方 法
岡山県教育委員会事務局及び教育機関に勤務する職員並びに県立学校に勤務する事務関係職員について，「実績評価」及び「能力評価」を実施している。　県立学校に勤務する教職員（事務関係職員を除く。）及び市町村（組合）立学校に勤務する県費負担教職員について，「勤務評価」を実施している。実 施 時 期 12月末 実 施 人 数 3,949 人評 定 方 法 業務の達成度等の実績面と，責任感や企画立案力等の能力面について職員が自己評定を行い，第１次・第２次評定者がそれぞれの項目を評定する。その上で所属長が第１次・第２次評定者の各評定を確認・調整し，最終評定（７段階）を行っている。（幹部には，他に人事・業務管理能力，指揮・指導能力等の評定も実施している。）
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８　職員の福祉及び利益の保護の状況８　職員の福祉及び利益の保護の状況８　職員の福祉及び利益の保護の状況８　職員の福祉及び利益の保護の状況（１）　健康診断の実施状況（平成25年度）
（２）　安全衛生管理体制の整備状況 (平成26年3月31日現在)

（３）　福利厚生①知事部局  （決算額は平成25年度）

対 象 者 数 受 診 者 数 有 所 見 者 数人 人 人12,540 12,479 4,673
選任を要する事業所 選任している事業所 選任事業所率’’ 選任を要する事業所 選任している事業所 選任事業所率’’ 選任を要する事業所 選任している事業所 選任事業所率’’箇所 箇所 ％ 箇所 箇所 ％ 箇所 箇所 ％1 1 100.0 10 10 100.0 121 121 100.0選任を要する事業所 選任している事業所 選任事業所率’’ 選任を要する事業所 選任している事業所 選任事業所率’’ 設置を要する事業所 設置している事業所 設置事業所率’’箇所 箇所 ％ 箇所 箇所 ％ 箇所 箇所 ％53 53 100.0 121 121 100.0 9 9 100.0設置を要する事業所 設置している事業所 設置事業所率’’箇所 箇所 ％121 121 100.0

衛 生 委 員 会

総 括 安 全 衛 生 管 理 者 安 全 管 理 者 衛 生 管 理 者
安 全 衛 生 推 進 者 等 産 業 医 安 全 委 員 会

事 業 名 事 業 の 概 要 ・ 目 的 決算額千円健康診断 職員に対して，労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）に規定されている健康診断や生活習慣病健康診断を実施し，異常の早期発見に努める。 54,178事後指導 健康診断結果に基づき，職員の健康管理について専門的な立場から指導助言を実施する。 720メンタルヘルス対策 職員が心の健康について知識を深めるとともに，早期に相談できる体制づくりや復職に当たっての支援を行う。 1,182職場環境管理 職員が快適な職場環境で業務ができるように，受動喫煙防止対策の推進や作業環境測定等を実施する。 2,209安全衛生管理 職場での安全衛生対策を推進するため，産業医を設置し，安全衛生委員会や安全衛生管理推進会議を開催するとともに，衛生管理者の育成，研修会等を実施する。 1,402福利厚生施設管理 職員の福利厚生の用に供するため設置している職員会館や職員寮等の施設及び設備の維持管理を行う。 531

2,958職員が健康づくりに関心を持ち，保持増進できるように，健康教育の実施や健康に関する相談ができる体制を整備する。健康相談・健康教育（メンタルを除く。）
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②教育委員会

③警察本部

９　その他９　その他９　その他９　その他（１）　早期退職の募集①認定を受けた応募者の数２９４人②募集実施要項別紙３のとおり

事 業 名 事 業 の 概 要 ・ 目 的 決算額千円81,479メンタルヘルス対策 教職員の心の健康の保持増進を図るため，管理職及び一般教職員を対象とした研修会や保健師による健康相談窓口の設置等各種相談窓口の整備を行う。また，休職者の円滑な職場復帰と再発防止を図るための復職支援システムの運用を行う。 4,631安全衛生管理 教職員の安全や健康の保持増進を図るため，衛生委員会の開催や，衛生管理者・産業医の配置，研修等を行う。　また，公務災害の防止や快適な職場環境の形成を促進する。 372教職員住宅管理 教職員の福祉増進を目的として設置している教職員住宅の維持管理を行う。 17,000
各種法定健康診断等を行うことにより，教職員の体の健康状態をチェックし，疾病の早期発見や予防に努める。健康診断

事 業 名 事 業 の 概 要 ・ 目 的 決算額千円7,902健康相談・指導 職員の疾病を予防し，健康の保持増進ができるよう，健康相談・健康教育及び保健指導を実施する。 82ライフサイクルプラン事業 職員が現役時から将来を見据えた家庭経済等のライフサイクルプランを適切に立てることができるよう，指導助言のための研修会を開催する。 257健康診断 職員に対して，法定健康診断及び行政指導による健康診断並びに疾病の予防と早期発見に努めるため県警察独自の決定に基づく健康診断を実施する。 66,665生活相談 職員が私生活上で発生した法律問題，精神疾患の予防及びり患後に，適切なアドバイスが受けられるよう，専門生活相談員及び部外生活相談員（臨床心理士）を委嘱するとともに，各所属に所属生活相談員を設置する。また，所属生活相談員を対象とし，メンタルヘルス等の専門部外講師の講演等による研修会を開催する。 1,753
メンタルヘルス対策 管理監督者が，メンタルヘルスについて正しく理解し，適切な対処法等を身につけるための研修会を実施する。また，休業者の円滑な職場復帰と再発防止を目的として，メンタル疾患で休業中の職員のうち希望する者に対し，職務復帰訓練を実施する。 63

安全衛生管理 職員が職場において，安全で健康に働けるようにするため，健康管理委員会を開催し，衛生管理者・衛生推進者，産業医を配置する。また，全所属の衛生管理者・衛生推進者を対象とし，衛生管理に関する知識の向上のため研修会を開催する。

24

平成２６年９月２６日　岡山県公報　第１１６２２号



別 紙 １

〔知事部局（教育委員会，警察本部共通分を含む。）〕

手 当 の 名 称 主 な 支 給 対 象 職 員 主 な 支 給 対 象 業 務

放射線技術従事職
員の特殊勤務手当

レントゲン，放射性同位元素又は人事
委員会規則で定めるものを使用して，
有害放射線の影響を受ける作業

日　額 230円

家畜伝染病予防法（昭和26年法律第
166号）第2条第1項に規定する家畜伝
染病のうち人事委員会規則で定めるも
ののまん延を防止するために行う家畜
のと殺，家畜の死体の焼却若しくは埋
却又は畜舎等の消毒の作業

日　額 380円

伝染病（人事委員会規則で定めるもの
に限る。）が発生し，又は発生するお
それがある場合において，伝染病患者
若しくは伝染病の疑いのある患者の救
護，伝染病にかかり，若しくはかかっ
ている疑いのある家畜の飼育又は伝染
病の病原体に汚染され，若しくは汚染
された疑いのある物件の処理の作業

日　額 290円

衛生検査作業従事
職員の特殊勤務手
当

保健所に勤務する職員 細菌，血液，原虫若しくは寄生虫の検
査又は病理若しくは臨床医学の検査の
作業

日　額 350円

公害業務従事職員
の特殊勤務手当

人事委員会規則で定める
公署に勤務する職員

大気汚染防止法（昭和43年法律第97
号），水質汚濁防止法（昭和45年法律
第138号），岡山県環境への負荷の低
減に関する条例（平成13年岡山県条例
第76号）その他人事委員会規則で定め
る法令の規定に基づいて現地において
行う立入検査又は調査の作業

日　額 230円

特殊現場作業従事
職員の特殊勤務手
当

次の各号に掲げる作業に
従事した職員

地上又は水面上10メートル以上の足場
の不安定な箇所で行う工事の監督，調
査，検査等の作業

日　額 220円

〃（当該作業が地上又は水面上20メー
トル以上の箇所で行われた場合）

日　額 320円

橋脚の基礎工事その他港湾，河川等に
おけるこれに類する工事において，水
面下４メートル以上の深所で行う監
督，調査，検査等の作業

日　額 220円

トンネルの坑内で行う工事の監督，調
査，検査等の作業

日　額 560円

圧搾空気内で行う工事の監督，調査，
検査等の作業（ゲージ圧力0.2メガパ
スカルまでのとき。）

１時間 210円

〃（ゲージ圧力0.3メガパスカルまで
のとき。）

１時間 560円

〃（ゲージ圧力0.3メガパスカルを超
えるとき。）

１時間 1,000円

地上若しくは水面上20メートル以上の
箇所又は湖面において行うダム管理そ
の他の人事委員会規則で定める作業

日　額 320円

滑走路において行う保守点検作業で人
事委員会規則で定めるもの

日　額 290円

左記職員に対する
支 給 単 価

伝染病防疫作業従
事職員の特殊勤務
手当
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手 当 の 名 称 主 な 支 給 対 象 職 員 主 な 支 給 対 象 業 務
左記職員に対する
支 給 単 価

土地等の取得及びこれに伴う損失補償
その他人事委員会規則で定める折衝の
業務

日　額 650円

〃（当該業務が深夜（午後10時から翌
日の午前５時までの間をいう。）に行
われた場合）

日　額 975円

火薬類等取締業務
従事職員の特殊勤
務手当

火薬類又は高圧ガスの保安検査又は立
入検査その他人事委員会規則で定める
検査等

日　額 250円

精神保健福祉業務
従事職員の特殊勤
務手当

精神保健福祉センターに
勤務する職員（医師であ
る職員を除く。）

精神障害者に直接接して行う相談又は
指導の業務

日　額 450円

保健所に勤務する職員 精神障害者又は精神障害の疑いのある
者の調査，鑑定，鑑定の立会い又は移
送の業務

日　額 290円

保健指導業務従事
職員の特殊勤務手
当

保健所に勤務する保健師
である職員

結核患者又は精神病患者の保健指導の
業務（保健所外において行う保健指導
の業務に限る。）

日　額 290円

消防教育訓練従事
職員の特殊勤務手
当

消防学校に勤務する職員 救助訓練，火災防ぎょ訓練及び水防訓
練のうち人事委員会規則で定めるもの

日　額 420円

農林水産総合センター畜
産研究所及び家畜保健衛
生所に勤務する職員

種雄牛，種雄馬及び種雄豚の自然交配
若しくは精液の採取のため又はこれら
の作業の準備のために種雄牛馬等を御
する作業

日　額 230円

農林水産総合センター畜
産研究所に勤務する職員

家畜ふん尿の処理の作業 日　額 380円

し尿処理施設等検
査業務従事職員の
特殊勤務手当

環境文化部又は県民局に
勤務する職員

し尿処理施設，ごみ処理施設，産業廃
棄物処理施設その他人事委員会規則で
定める施設の立入検査等の業務

日　額 350円

有害物取扱作業従
事職員の特殊勤務
手当

人事委員会規則で定める
職員

毒物，劇物等を使用する作業（人事委
員会規則で定めるものに限る。）

日　額 290円

漁業等取締業務従
事職員の特殊勤務
手当

海上において行う漁業等の取締りの業
務

日　額 500円

けい船料徴収業務
従事職員の特殊勤
務手当

備前県民局又は備中県民
局に勤務する職員

現地において行うけい船料の徴収業務 日　額 230円

潜水作業従事職員
の特殊勤務手当

潜水器具を着用して潜水作業に従事
（20メートルまでのとき。）

１時間 310円

〃（12月１日から翌年の３月31日まで
の間における作業）

１時間 465円

潜水器具を着用して潜水作業に従事
（30メートルまでのとき。）

１時間 780円

〃（12月１日から翌年の３月31日まで
の間における作業）

１時間 1,170円

潜水器具を着用して潜水作業に従事
（30メートルを超えるとき。）

１時間 1,500円

〃（12月１日から翌年の３月31日まで
の間における作業）

１時間 2,250円

用地取得等折衝業
務従事職員の特殊
勤務手当

家畜取扱作業従事
職員の特殊勤務手
当
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手 当 の 名 称 主 な 支 給 対 象 職 員 主 な 支 給 対 象 業 務
左記職員に対する
支 給 単 価

除雪作業従事職員
の特殊勤務手当

除雪車による除雪作業及びこれに伴う
排雪等の作業（午後５時から翌日の午
前６時までの間において行う作業）

日　額 300円

〃（暴風雪警報又は大雪警報発令下に
おいて行う作業）

日　額 450円

災害応急作業等従
事職員の特殊勤務
手当

豪雨等異常な自然現象により重大な災
害が発生し，又は発生するおそれがあ
る道路及びその周辺，河川の堤防その
他人事委員会規則で定める公共施設に
おいて行う巡回監視の作業

日　額 710円

〃（作業が午後６時から翌日の午前６
時までの間に行われた場合）

日　額 1,065円

被災施設等における重大な災害の発生
した箇所又は発生するおそれの著しい
箇所で行う応急作業又は応急作業のた
めの災害状況の調査の作業

日　額 1,080円

〃（作業が午後６時から翌日の午前６
時までの間に行われた場合）

日　額 1,620円

東京電力株式会社福島第一原子力発電
所の敷地内での作業（原子炉建屋内）

日　額 40,000円

東京電力株式会社福島第一原子力発電
所の敷地内での作業（故障設備等現場
確認）

日　額 20,000円

東京電力株式会社福島第一原子力発電
所の敷地内での作業（免震重要棟外）

日　額 13,300円

東京電力株式会社福島第一原子力発電
所の敷地内での作業（免震重要棟内）

日　額 3,300円

警戒区域での作業（屋外で４時間以
上）

日　額 6,600円

警戒区域での作業（屋外で４時間未
満）

日　額 3,960円

警戒区域での作業（屋内） 日　額 1,330円

帰還困難区域での作業（屋外で４時間
以上）

日　額 6,600円

帰還困難区域での作業（屋外で４時間
未満）

日　額 3,960円

帰還困難区域での作業（屋内） 日　額 1,330円

計画的避難区域での作業（屋外で４時
間以上）

日　額 5,000円

計画的避難区域での作業（屋外で４時
間未満）

日　額 3,000円

計画的避難区域での作業（屋内） 日　額 1,000円

居住制限区域での作業（屋外で４時間
以上）

日　額 3,300円

居住制限区域での作業（屋外で４時間
未満）

日　額 1,980円

居住制限区域での作業（屋内） 日　額 660円

消防防災航空センターに
勤務する職員

航空機に搭乗して行う業務で次のいず
れかのもの
イ　消火活動，救助活動，救急業務そ
  の他の消防活動の業務
ロ　災害が発生し，又は発生するおそ
  れがある場合における災害発生状況
  等の調査その他の防災業務
ハ　イ又はロに掲げる業務を行うため
  の教育訓練の業務

１時間 1,900円

〃（海上における飛行の距離が100㎞
を超える救助活動，夜間（日没時から
日出時までの時間をいう。）における
業務，飛行中の航空機からの降下を伴
う救助活動の場合）

１時間 2,470円
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手 当 の 名 称 主 な 支 給 対 象 職 員 主 な 支 給 対 象 業 務
左記職員に対する
支 給 単 価

児童自立支援施設成徳学
校に勤務する職員

児童に直接接して行う生活指導の業務 日　額 450円

福祉相談センターに勤務
する職員

知的障害者，知的障害児又は肢体不自
由者に直接接して行う相談の業務

日　額 560円

〃（所長及び次長の職にあるもの並び
に総務課に勤務するもの）

日　額 450円

保護を要する女子で婦人保護施設に入
所しているものに直接接して行う生活
指導又は職業指導の業務

日　額 390円

保護を要する女子に直接接して行う保
護更生又は相談の業務

日　額 380円

県民局に勤務する職員 福祉に関する業務のうち現業を行うも
のとして人事委員会規則で定めるもの

月　額 10,000円

上記に掲げる職員以外の
職員（県民局健康福祉部
に 勤 務 す る 職 員 に 限
る。）

福祉に関する業務のうち援護，育成又
は更生の措置を要する者等と面接して
行う保護等の必要性の有無等の調査，
生活指導等の業務

日　額 560円

身体障害者更生相談所に
勤務する身体障害者福祉
司，児童相談所に勤務す
る児童福祉司及び知的障
害者更生相談所に勤務す
る知的障害者福祉司

相手方に直接接して行う相談又は指導
の業務

日　額 560円

児童相談所に勤務する職
員（上記に掲げる職員を
除く。）

児童に直接接して行う相談又は指導の
業務

日　額 560円

〃（人事委員会規則で定
める職員）

日　額 430円

家畜保健衛生所勤
務職員の特殊勤務
手当

家畜保健衛生所に勤務す
る職員

直接家畜に対して行う検査その他家畜
の保健衛生上必要な業務で家畜に直接
接して行うもの。獣医学的技術を必要
とする家畜の病性の検査又は鑑定の業
務

日　額 670円

専門教育従事職員
の特殊勤務手当

農林水産総合センター農
業大学校に勤務する職員

農業に関する専門的知識を必要とする
授業を専ら担当するもの

月　額 29,000円

管理その他の業務 月　額 28,000円

〃（事務職員） 月　額 27,000円

食肉衛生検査所に勤務す
る職員

専ら獣畜のと殺又は解体の検査等の業
務に従事するもの

月　額 28,000円

県税事務従事職員
の特殊勤務手当

県民局に勤務する職員 県税事務に専ら従事するもの（人事委
員会規則で定めるものを除く。）

月　額 18,200円

県民局に勤務する職員の
うち上記に掲げる職員以
外の職員

納税義務者等に直接接して行う県税の
賦課徴収の業務（人事委員会規則で定
める業務に限る。）

日　額 1,020円

総務部税務課に勤務する
職員

県税に係る特別の徴収義務に専ら従事
するものとして人事委員会規則で定め
るもの

月　額 18,200円

犯則事件の取締りその他人事委員会規
則で定める業務

日　額 550円

社会福祉業務従事
職員の特殊勤務手
当

社会福祉施設勤務
職員の特殊勤務手
当

食肉地方卸売市場
等勤務職員の特殊
勤務手当

県営食肉地方卸売市場又
は県営と畜場に勤務する
職員

28

平成２６年９月２６日　岡山県公報　第１１６２２号



手 当 の 名 称 主 な 支 給 対 象 職 員 主 な 支 給 対 象 業 務
左記職員に対する
支 給 単 価

医師及び歯科医師
である職員の特殊
勤務手当

精神保健福祉センターに
勤務する医師及び歯科医
師である職員

月　額 35,000円

狂犬病予防業務従
事職員の特殊勤務
手当

動物愛護センターに勤務
する職員

狂犬病予防法（昭和 25年法律第247
号）の規定による犬の捕獲又は処分の
作業に専ら従事するものとして人事委
員会規則で定めるもの

月　額 19,000円

上記に掲げる職員以外の
職員

犬の捕獲等の作業 日　額 560円

（注）　手当の名称，主な支給対象職員等については平成26年４月１日現在
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〔教育委員会〕

手 当 の 名 称 主 な 支 給 対 象 職 員 主 な 支 給 対 象 業 務

教育職員の特殊勤務
手当

昼間の授業を行う高等学校に勤
務する校長で，夜間の授業を行
う高等学校の校長を兼ねている
もの及び夜間の授業を行う高等
学校に勤務する校長で，昼間の
授業を行う高等学校の校長を兼
ねているもの並びに昼夜間の授
業を行う高等学校に勤務する校
長である者（岡山県給与条例第
19条の８の規定による定時制通
信教育手当が支給される職員を
除く。）

月　額 9,500円

昼間の授業又はその補助を本務
として担当する教育職員で，夜
間の授業又はその補助勤務を
行ったもの及び夜間の授業又は
その補助を本務として担当する
教育職員で，昼間の授業又はそ
の補助勤務を行ったもの

本務以外の授業又は補助勤務 授業時
間にお
けるあ
１時間

1,100円

高等学校の通信教育課程の教育
職員の職を兼ねている者及び同
課程の学習指導者又は連絡指導
者に指定された者

同課程に係る面接又は添削指導
の業務

１時間 950円

学校の管理下において行う非常
災害時等の緊急業務で人事委員
会規則で定めるもの（非常災害
時における児童若しくは生徒の
保護又は緊急の防災若しくは復
旧の業務）

 日 額 6,400円

〃（上記業務のうち被害が特に
甚大な非常災害（人事委員会の
定めるものに限る。）の際に，
心身に著しい負担を与えると人
事委員会が認める業務）

 日 額 12,800円

〃（児童又は生徒の負傷，疾病
等に伴う救急の業務）

 日 額 6,000円

〃（児童又は生徒に対する緊急
の補導業務）

 日 額 6,000円

〃（児童又は生徒に対する緊急
の補導業務で人事委員会が定め
る場合）

 日 額 3,000円

修学旅行，林間・臨海学校等
（学校が計画し，かつ，実施す
るものに限る。）において児童
又は生徒を引率して行う指導業
務で泊を伴うもの

 日 額 3,400円

人事委員会が定める対外運動競
技等において児童又は生徒を引
率して行う指導業務で泊を伴う
もの又は週休日若しくは休日等
に行うもの

 日 額 3,400円

左記職員に対する
支 給 単 価

心身に著しい負担を与えると人
事委員会が認める程度に及ぶも
のに従事した小学校，中学校，
高等学校，中等教育学校又は特
別支援学校の教育職員（人事委
員会規則で定 める もの を除
く。）
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手 当 の 名 称 主 な 支 給 対 象 職 員 主 な 支 給 対 象 業 務
左記職員に対する
支 給 単 価

学校の管理下において行われる
部活動（正規の教育課程として
のクラブ活動に準ずる活動をい
う。）における児童又は生徒に
対する指導業務で週休日，休日
等又は正規の勤務時間が３時間
45分若しくは４時間である日に
行うもの

 日 額 2,400円

〃（人事委員会が定める場合）  日 額 1,200円

入学試験における受験生の監
督，採点又は合否判定の業務で
週休日，休日等又は正規の勤務
時間が３時間45分若しくは４時
間である日に行うもの

 日 額 900円

多学年学級担当手当 ３の学年の児童又は生徒で編制
されている学級における授業又
は指導

 日 額 350円

２の学年の児童又は生徒で編制
されている学級における授業又
は指導

 日 額 290円

教育業務連絡指導手
当

小学校，中学校，高等学校，中
等教育学校又は特別支援学校に
所属する指導教諭，教諭，養護
教諭又は栄養教諭のうち，学校
教育法施行規則の規定に基づき
置かれる教務その他の教育に関
する業務についての連絡調整及
び指導助言に当たる主任等でそ
の職務が困難であるとして人事
委員会規則で定めるものの職務
を担当する指導教諭，教諭，養
護教諭又は栄養教諭

当該担当に係る業務  日 額 200円

（注）　手当の名称，主な支給対象職員等については平成26年４月１日現在

県費負担教職員のうち，小学校
又は中学校の２以上の学年の児
童又は生徒で編制されている学
級を担当する者で人事委員会の
定めるもの
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〔警察本部〕

手 当 の 名 称 主 な 支 給 対 象 職 員 主 な 支 給 対 象 業 務

警察職員の特殊勤務
手当

交替制・毎日勤務員及び
駐在所勤務員等

正規の勤務時間による勤務の一部又は
全部が深夜において行われる作業で人
事委員会規則で定めるもの（作業時間
が５時間以上のとき）

１　回 1,100円

〃（作業時間が２時間以上５時間未満
のとき）

１　回 730円

〃（作業時間が２時間未満のとき） １　回 410円

検視官以外の者 死体処理の作業 １　回 2,200円

検視官 〃（当該作業が検視その他の人事委員
会規則で定めるもの）

１　回 3,200円

警衛又は警護の作業 日　額 640円

〃（人事委員会が定める警衛作業） 日　額 1,150円

舟艇担当技術職員及び従
事した警察官

警備船による警備の作業 日　額 290円

護送勤務員 被疑者護送の作業 日　額 220円

警察本部交通部又は警察
署交通課に勤務する職員

交通捜査の作業（夜間（日没時から日
出時までの時間をいう。）において行
う作業又は高速道路で行う作業）

日　額 840円

交通捜査の作業（夜間に高速道路で行
う作業）

日　額 1,260円

交通捜査の作業（上記以外の作業） 日　額 560円

伝染病患者又は伝染病の疑いのある患
者に接して行う取調べ等の作業

日　額 290円

爆発物処理要員 爆発物処理要員が行う爆発物又は爆発
物の疑いのある物件の処理の作業

１　件 5,200円

特殊危険物質（人事委員会規則で定め
る物質をいう。）に係る作業（特殊危
険物質又はその疑いのある物質の処理
の作業で人事委員会規則で定めるも
の）

日　額 4,600円

〃（特殊危険物質による被害の危険が
ある区域内において行う作業）

日　額 450円

豪雨等異常な自然現象又は大規模な火
事等の事故により重大な災害が発生し
た箇所又はその周辺において行う災害
警備，遭難救助，通信施設の臨時設
置，運用若しくは保守又は鑑識作業で
心身に著しい負担を与えると人事委員
会が認めるもの

日　額 1,680円

〃（当該作業が午後６時から翌日の午
前６時までの間に行われた場合）

日　額 2,520円

東日本大震災に対処するため上記作業
に引き続き５日以上従事したとき

日　額 3,360円

〃（当該作業が午後６時から翌日の午
前６時までの間に行われた場合）

日　額 5,040円

指定警衛・警護員である
警察官

左記職員に対する
支 給 単 価
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手 当 の 名 称 主 な 支 給 対 象 職 員 主 な 支 給 対 象 業 務
左記職員に対する
支 給 単 価

交通整理の業務 日　額 310円

〃（当該業務が高速道路で行われた場
合）

日　額 460円

①警察本部及び警察署に
勤務する私服により捜査
等を行う警察官
②通訳者に指定された職
員

私服員が行う犯罪の予防及び捜査並び
に被疑者逮捕の業務

日　額 560円

犯罪鑑識の業務 日　額 280円

〃（当該業務が犯罪現場又はこれに関
連する場所に立ち入って行われた場
合）

日　額 560円

警らの業務 日　額 340円

機動警ら隊，交通機動
隊，高速道路交通警察隊
及び警察署に勤務する職
員

緊急自動車の指定を受けた交通取締用
自動車の運転の業務（当該業務が自動
二輪車及び高速自動車道における自動
車の運転の場合）

日　額 560円

〃（上記以外の自動車の運転の業務） 日　額 420円

警察本部留置管理課及び
警察署に勤務する職員

留置施設看守の業務 日　額 430円

少年補導員 少年補導員が行う青少年補導の業務 日　額 330円

警視以上の階級にある警
察官又は管理職員である
警察官以外の職員を除
く。

突発的に発生した事件，事故等を処理
するため，正規の勤務時間外において
緊急の呼出しを受けて，午後９時から
翌日の午前５時までの間に従事する犯
罪の予防若しくは捜査，被疑者逮捕，
交通取締り，交通整理，犯罪鑑識又は
爆発物処理の業務（犯罪の捜査及び交
通取締りにあっては，直接補助する場
合を含む。）

１　回 1,240円

〃（当該業務に従事した時間が３時間
未満のとき）

１　回 620円

航空機に搭乗して行う業務（操縦） １時間 5,100円

〃（海上における飛行の距離が100キロ
メートルを超える捜索その他人事委員
会規則で定める業務）

１時間 6,630円

航空機に搭乗して行う業務（整備） １時間 2,200円

〃（海上における飛行の距離が100キロ
メートルを超える捜索その他人事委員
会規則で定める業務）

１時間 2,860円

航空機に搭乗して行う次の業務（捜
索，救助，犯罪の捜査，警備，交通の
取締りその他の警察の活動）

１時間 1,900円

〃（海上における飛行の距離が100キロ
メートルを超える捜索その他人事委員
会規則で定める業務）

１時間 2,470円

整備士

操縦士

鑑識課，科学捜査研究
所，交通指導課及び警察
署に勤務する職員

警察本部交通部又は警察
署交通課に勤務する職員
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手 当 の 名 称 主 な 支 給 対 象 職 員 主 な 支 給 対 象 業 務
左記職員に対する
支 給 単 価

防弾装備を着装し，及び武器を携帯し
て行われる業務（銃器又は銃器と思料
されるものが使用されている犯罪現場
における犯人の逮捕又はこれに相当す
る業務）

日　額 1,640円

〃（前記に付随して行われる固定配置
の場合）

日　額 1,100円

防弾装備を着装し，及び武器を携帯し
て行われる業務（銃器を使用した犯人
又は銃器を所持する犯人の逮捕の業
務）

日　額 1,100円

〃（前記に付随して行われる固定配置
の場合）

日　額 820円

防弾装備を着装し，及び武器を携帯し
て行われる業務（銃器が使用された暴
力団の対立抗争事件に伴い，暴力団事
務所等の直近に配置して行われる警戒
の業務）

日　額 820円

防弾装備を着装し，及び武器を携帯し
て行われる業務（暴力団等から危害を
受けるおそれがある者を保護するた
め，その者の身辺等において行われる
警戒の業務）

日　額 820円

少年相談専門員 少年相談専門員が青少年に直接接して
行う心理判定，相談又は指導の業務

日　額 560円

（注）　手当の名称，主な支給対象職員等については平成26年４月１日現在
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別 紙 ２特別休暇［知事部局（教育委員会，警察本部共通）］ 平成26年４月１日現在特別休暇の内容 取得可能日数（時間）選挙権その他公民としての権利行使 必要と認める日又は時間裁判員，証人，鑑定人，参考人等として国 必要と認める日又は時間会，裁判所等へ出頭する場合骨髄又は末梢血幹細胞の提供（ドナー休暇） 必要と認める日又は時間ボランティア 暦年で５日以内で必要と認める日又は時間感染症の予防及び感染症の患者に対する医 必要と認める日又は時間療に関する法律による交通の制限又は遮断風水震火災その他非常災害による交通遮断 必要と認める日又は時間交通機関の事故等不可抗力 必要と認める日又は時間風水震火災その他の天災地変による職員の １週間以内で必要と認める日又は時間現住居の滅失，破壊風水震火災その他非常災害により職員の現 必要と認める日又は時間住居の滅失，破壊，交通遮断及び身体の危険の予想される場合出産（産前産後） 分娩予定日前８週間目（多胎妊娠の場合14週間目）から，分娩日後８週間目までの期間で必要と認める期間妊娠中・出産後の保健指導等を受ける場合 １日１回，勤務時間の範囲内で必要と認める時間産前の場合妊娠満23週まで ４週間に１回妊娠満24週～35週まで ２週間に１回妊娠36週～出産まで １週間に１回産後（１年以内）の場合 その間に１回妊娠中の通勤緩和 勤務時間の始め又は終わりにおいて，１日につき１時間を超えない範囲内で，必要と認める時間妊娠障害 妊娠の期間において14日以内の日又は時間生理 ２日以内でその都度必要と認める日又は時間
35

平成２６年９月２６日　岡山県公報　第１１６２２号



特別休暇の内容 取得可能日数（時間）不妊・不育治療 暦年で５日以内で必要と認める日又は時間育児時間 １歳未満 １日２回以内１回60分以内１歳以上３歳未満 １日２回以内１回30分以内子育て・介護（家族休暇） 子（中学校卒業まで）の看護，子が在籍する学校の行事等への出席，配偶者，父母等の介護の場合暦年で５日以内（子が２人以上いる場合は暦年で６日以内（小学校低学年までの子が２人以上いる場合は暦年で１０日以内））で必要と認める日又は時間配偶者の分娩の場合産前８週産後８週の期間に８日以内で必要と認める日又は時間結婚 結婚の日からおおむね１年以内で，８日以内で必要と認める日又は時間忌引 次の範囲内で必要と認める日又は時間死亡した者 血族 姻族配 偶 者 10日 10日１親等の直系尊属（父母） 7日 7日１親等の直系卑属（子） 5日 1日２親等の直系尊属（祖父母） 3日 1日２親等の直系卑属（孫） 1日 －２親等の傍系者（兄弟姉妹） 3日 1日３親等の傍系尊属（伯叔父母） 1日 1日父母，配偶者及び子の祭日 慣習上必要と認める日又は時間夏季における心身の健康の維持及び増進又 ７月１日から10月31日までの期間内において，週休日は家庭生活の充実を図る場合 及び休日を除いて原則として連続する６日以内の日心身の健康の維持及び増進 満30，40及び50歳の職員について，誕生日から１年間で週休日及び休日を除いて原則として連続する３日以内の日（分割取得可）永年勤続表彰 永年勤続表彰を受けた日から１年間で４日以内の日公務外で国体，全国障害者スポーツ大会へ 最小限度必要と認める日又は時間の選手，監督，コーチとしての参加通信教育の面接授業への参加 最小限度必要と認める日又は時間
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平成２５年度早期退職に係る募集実施要項 

平成２５年１０月１０日 

（改正）平成２５年１２月２６日 

１ 募集の目的 

 本県の年齢別構成を適正化することを目的として、岡山県職員の退職手当に

関する条例（昭和２９年岡山県条例第８号。以下「条例」という。）第８条の２

第１項第１号に掲げる定年前に退職する意思を有する職員の募集を行うもので

ある。 

２ 募集の対象 

 ５の退職すべき期日において勤続１１年以上かつ４５歳以上（医師及び歯科

医師については、５０歳以上の職員）の職員（注１参照） 

３ 募集人数 

１２０人 

４ 募集期間 

平成２５年１１月１日（金）午前１０時から 

平成２６年２月２８日（金）午後５時まで 

５ 退職すべき期日 

平成２６年３月３１日 

※ 条例第８条の２第１１項の規定による認定（以下「認定」という。）の後

で生じた事情により、退職すべき期日に退職することで公務の能率的な運

営の確保に著しい支障を及ぼすことになる場合には、その旨及びその理由

を明示し、職員本人の同意を得た上で、必要な限度で当該期日を繰り下げ

ることがあり得る。 

６ 応募の手続等 

①応募の手続

 応募しようとする職員は、早期退職に係る募集応募申請書（別紙様式１）

に必要事項を記入の上、４の募集期間内に所属長に提出し、所属長は、当該

申請書について、主管課長を経由して総務部人事課長に提出する。 

②認定又は不認定の通知書の交付

 知事は、４の募集期間終了後、認定又は不認定の通知書を交付する。（平成

２６年１月中旬に通知する予定） 

③応募の取下げ

 応募した職員は、応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合は、早期

退職に係る募集応募取下げ申請書（別紙様式２）を①の応募申請書と同様の

方法で提出する。 

別 紙 3
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７ 問い合わせ先 

総務部人事課 担当：人事班 

e-mail：jinji@pref.okayama.lg.jp 

（注１）次の①から③までのいずれかに該当する職員は応募することができない。 

① 臨時的任用職員、法律により任期を定めて任用される職員

② 平成２６年３月３１日までに定年に達する職員

③ 募集開始日において地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２９条の

規定による懲戒処分（ただし、故意又は重大な過失によらないで管理又は監督

に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下単に「懲戒処分」とい

う。）又はこれに準ずる処分を受けている者並びに４の募集期間中に懲戒処分又

はこれに準ずる処分を受けた者 

（注２）応募者が次の①から④までのいずれかに該当する場合には不認定となる。 

① この募集実施要項に適合しない場合

② 応募後に懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合

③ 懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる

相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼

を確保する上で支障を生ずると認められる場合 

④ 引き続き職務に従事することが公務の能率的な運営を確保し、又は長期的な

人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認められる場合 
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別紙様式１ 

早期退職に係る募集応募申請書 

岡山県知事 殿 応募年月日 平成 年 月 日 

応募申請者 印

※自署すること。 

 私は、岡山県職員の退職手当に関する条例（昭和２９年岡山県条例第８号）第８条の２

第９項の規定により、この度の早期退職希望者の募集に応募いたします。 

１ 応募申請者について 

ふりがな 

氏・・名 

所属 

職名 

生年月日 年 月 日 年齢 歳 

（注）平成２６年３月３１日の見込みで記入すること。 

２ 応募をする早期退職希望者の募集について 

退職すべき 

期・・・日 
平成 年 月 日 

（注）「退職すべき期日」欄には、募集実施要項に記載されている日を記入すること。 

※人事課記入欄 

受理年月日 平成 年 月 日 受理番号 
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別紙様式２ 

早期退職に係る募集応募取下げ申請書 

岡山県知事 殿 取下げ年月日 平成 年 月 日 

取下げ申請者 印

※自署すること。 

 私は、岡山県職員の退職手当に関する条例（昭和２９年岡山県条例第８号）第８条の２

第９項の規定により、早期退職希望者の募集に係る応募申請を取り下げます。 

１ 取下げ申請者について 

ふりがな 

氏・・名 

所属 

職名 

２ 認定について 

認定通知書に記載された認定年月日 平成 年 月 日 

退職すべき期日 平成 年 月 日 

（注）「２ 認定について」欄には、取下げ時点において認定を受けている場合に記入すること。

また、このうち「退職すべき期日」欄には、取下げ時点において退職すべき期日が既に通知さ

れている場合は、その期日を記入すること。 

※人事課記入欄 

受理年月日 平成 年 月 日 

応募申請書 

の受理番号 
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別紙様式３ 

退職すべき期日の繰下げ同意書 

平成 年 月 日 

岡山県知事 殿 

印 

私は、岡山県職員の退職手当に関する条例（昭和２９年岡山県条例第８号）第８条の２

第１４項の規定により下記の退職すべき期日を繰り下げることに同意します。 

既に通知された退職すべき期日 平成 年 月 日 

認定年月日 平成 年 月 日 

（注）「認定年月日」欄には、認定通知書に記載されている認定の日を記入すること。 
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平成２５年度早期退職に係る募集実施要項 

平成２５年１０月２３日 

改正 平成２５年１２月２７日 

１ 趣旨 

この募集実施要項は、岡山県職員の退職手当に関する条例（昭和２９年岡山県

条例第８号。以下「条例」という。）第８条の２第１項第１号に掲げる定年前に退

職する意思を有する職員の募集について、必要な事項を定めるものとする。 

２ 募集の対象 

岡山県教育委員会（以下「県教育委員会」という。）の任命に係る県教育委員会

事務局、教育機関及び公立学校（岡山市立学校を除く。）の職員並びに県教育委員

会から市町村教育委員会に派遣している職員のうち、５の退職すべき期日におい

て勤続１１年以上かつ４５歳以上のもの（注１参照） 

３ 募集人数 

 ２５０人 

４ 募集期間 

平成２５年１１月 １日（金） 午前１０時から 

平成２６年 １月３１日（金） 午後 ５時まで 

５ 退職すべき期日 

平成２６年３月３１日 

※ 条例第８条の２第１１項の規定による認定（以下「認定」という。）の後で

生じた事情により、退職すべき期日に退職することで公務の能率的な運営の

確保に著しい支障を及ぼすことになる場合には、その旨及びその理由を明示

し、職員本人の同意を得た上で、必要な限度で当該期日を繰り下げることが

あり得る。 

６ 応募の手続等 

(1) 応募の手続 

応募しようとする職員は、早期退職に係る募集応募申請書（別紙様式１）に

必要事項を記入の上、４の募集期間内に所属長に提出し、所属長は、当該応募

申請書について、次の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより提出する。 

ア 県教育委員会事務局及び教育機関の職員並びに県立学校の事務関係職員 

４の募集期間内に岡山県教育庁教育政策課長に提出する。ただし、当該提

出後、４の募集期間内に新たに応募申請書が提出された場合は、速やかに提

出する。 

イ 県立学校の教職員（事務関係職員を除く。） 

 ４の募集期間内に岡山県教育庁教職員課長に提出する。ただし、当該提出

後、４の募集期間内に新たに応募申請書が提出された場合は、速やかに提出
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する。 

ウ 市町村（組合）立学校（岡山市立学校を除く。）の県費負担教職員 

別に定める応募申請書の提出期限までに、岡山県教育庁教職員課長に提出

する。 

エ 県教育委員会から市町村教育委員会に派遣している職員 

別に定める応募申請書の提出期限までに、岡山県教育庁教育政策課長に提

出する。 

(2) 認定又は不認定の通知書の交付 

県教育委員会は、４の募集期間終了後、認定又は不認定の通知書を交付する。

（平成２６年１月中旬から２月上旬までの間に通知する予定） 

(3) 応募の取下げ 

応募した職員は、応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合は、早期退

職に係る募集応募取下げ申請書（別紙様式２）を(1)の応募申請書と同様の方法

で提出する。 

７ 問い合わせ先 

(1) ６(1)ア及びエに規定する職員関係 

岡山県教育庁教育政策課 担当：人事班 

 e-mail：kyoiku-jinji@pref.okayama.lg.jp 

(2) ６(1)イ及びウに規定する教職員関係 

岡山県教育庁教職員課 担当：義務教育人事班 

e-mail：gimujinji@pref.okayama.lg.jp 

担当：高校教育人事班 

e-mail：koukoujinji@pref.okayama.lg.jp 

（注１）次の①から③までのいずれかに該当する職員は応募することができない。 

① 臨時的任用職員、法律により任期を定めて任用される職員

② 平成２６年３月３１日までに定年に達する職員

③ 募集開始日において地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２９条の

規定による懲戒処分（ただし、故意又は重大な過失によらないで管理又は監督

に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下単に「懲戒処分」とい

う。）又はこれに準ずる処分を受けている者並びに４の募集期間中に懲戒処分又

はこれに準ずる処分を受けた者 

（注２）応募者が次の①から④までのいずれかに該当する場合には不認定となる。 

① この募集実施要項に適合しない場合

② 応募後に懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合

③ 懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる

相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼

を確保する上で支障を生ずると認められる場合 

④ 引き続き職務に従事することが公務の能率的な運営を確保し、又は長期的な

人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認められる場合 
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別紙様式１ 

早期退職に係る募集応募申請書 

岡山県教育委員会 殿 応募年月日 平成 年 月 日 

応募申請者 印

 私は、岡山県職員の退職手当に関する条例（昭和２９年岡山県条例第８号）第８条の２

第９項の規定により、この度の早期退職希望者の募集に応募いたします。 

１ 応募申請者について 

ふりがな 

氏・・名 

所属 

職名 

生年月日 年 月 日 年齢 歳 

（注）平成２６年３月３１日の見込みで記入すること。 

２ 応募をする早期退職希望者の募集について 

退職すべき 

期・・・日 
平成 年 月 日 

（注）「退職すべき期日」欄には、募集実施要項に記載されている日を記入すること。 

※県教育委員会記入欄 

受理年月日 平成 年 月 日 受理番号 
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別紙様式２ 

早期退職に係る募集応募取下げ申請書 

岡山県教育委員会 殿 取下げ年月日 平成 年 月 日 

取下げ申請者 印

 私は、岡山県職員の退職手当に関する条例（昭和２９年岡山県条例第８号）第８条の２

第９項の規定により、早期退職希望者の募集に係る応募申請を取り下げます。 

１ 取下げ申請者について 

ふりがな 

氏・・名 

所属 

職名 

２ 認定について 

認定通知書に記載された認定年月日 平成 年 月 日 

退職すべき期日 平成 年 月 日 

（注）「２ 認定について」欄には、取下げ時点において認定を受けている場合に記入すること。

また、このうち「退職すべき期日」欄には、取下げ時点において退職すべき期日が既に通知さ

れている場合は、その期日を記入すること。 

※県教育委員会記入欄 

受理年月日 平成 年 月 日 

応募申請書 

の受理番号 
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別紙様式３ 

退職すべき期日の繰下げ同意書 

平成 年 月 日 

岡山県教育委員会 殿 

所属名 

氏 名 印 

私は、岡山県職員の退職手当に関する条例（昭和２９年岡山県条例第８号）第８条の２

第１４項の規定により下記の退職すべき期日を繰り下げることに同意します。 

既に通知された退職すべき期日 平成 年 月 日 

認定年月日 平成 年 月 日 

（注）「認定年月日」欄には、認定通知書に記載されている認定の日を記入すること。 
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平成２５年度早期退職に係る募集実施要項

平成２５年１１月７日

１ 募集の目的

今般、組織の年齢別構成を適正化することを目的として、岡山県職員の退

職手当に関する条例（昭和29年岡山県条例第８号。以下「条例」という ）。

第８条の２第１項第１号に掲げる定年前に退職する意思を有する職員の募集

を行うものである。

２ 募集の対象

平成26年３月31日現在において、勤続11年以上かつ45歳以上の職員（注１

参照）

３ 募集人数

40人

４ 募集期間

平成25年11月11日（月） 午前10時から

平成25年12月27日（金） 午後５時まで

※ 都合により募集の期間を延長する場合がある。

５ 退職すべき期日

平成26年３月31日

※ 条例第８条の２第11項の規定による認定（以下「認定」という ）の。

後で生じた事情により、退職すべき期日に退職することで公務の能率的

な運営の確保に著しい支障を及ぼすことになる場合には、その旨及びそ

の理由を明示し、職員本人の同意を得た上で、必要な限度で当該期日を

繰り下げることがあり得る。

６ 応募の手続等

(1) 応募の手続

応募しようとする職員は 「早期退職に係る募集応募申請書（別紙様式、

１ 」に必要事項を記入の上、募集期間内に所属長に提出し、所属長は、）

当該申請書を警務部警務課長に提出する。

(2) 認定又は不認定の通知書の交付

警察本部長は 募集期間終了後 認定又は不認定の通知書を交付する 平、 、 （

成26年１月下旬に通知する予定 。）

(3) 応募の取下げ

応募した職員は 応募申請書の提出後 応募を取り下げたい場合は 早、 、 、「

期退職に係る募集応募取下げ申請書（別紙様式２ 」を応募申請書と同様）

の方法で提出する。
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７ 問い合わせ先

警務課人事第一係

担 当 松永補佐（警電：2630 、中尾補佐（警電：2631））

（注１）次の①から③までのいずれかに該当する職員は応募することができな

い。

① 臨時職員、法律により任期を定めて任用される職員

② 平成26年３月31日までに定年に達する職員

③ 平成25年11月11日（募集開始日）において地方公務員法（昭和25年法律

第261号）第29条の規定による懲戒処分（ただし、故意又は重大な過失に

よらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除

く。以下同じ ）又はこれに準ずる処分を受けている者並びに平成25年11。

月11日から平成25年12月27日まで（募集期間中）に懲戒処分又はこれに準

ずる処分を受けた者

（注２）応募者が次の①から④までのいずれかに該当する場合には不認定とな

る。

① この募集実施要項に適合しない場合

② 応募後に懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合

③ 懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足

りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対

する信頼を確保する上で支障を生ずると認められる場合

④ 引き続き職務に従事することが公務の能率的な運営を確保し、又は長期

的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認められる場合
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別紙様式１

早期退職に係る募集応募申請書

岡山県警察本部長 殿 応募年月日 平成 年 月 日

印応募申請者

※自署すること。

私は、岡山県職員の退職手当に関する条例（昭和２９年岡山県条例第８号）第８

条の２第９項の規定により、この度の早期退職希望者の募集に応募いたします。

１ 応募申請者について

ふりがな 所属

氏 名 職名・・

生年月日 年 月 日 年齢 歳

（注）平成２６年３月３１日の見込みで記入すること。

２ 応募をする早期退職希望者の募集について

退職すべ
平成 年 月 日

き 期 日

（注 「退職すべき期日」欄には、募集実施要項に記載されている日を記入すること。）

※ 警務課記入欄

受理年月日 平成 年 月 日 受理番号
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別紙様式２

早期退職に係る募集応募取下げ申請書

岡山県警察本部長 殿 取下げ年月日 平成 年 月 日

印取下げ申請者

※自署すること。

私は、岡山県職員の退職手当に関する条例（昭和２９年岡山県条例第８号）第８

、 。条の２第９項の規定により 早期退職希望者の募集に係る応募申請を取り下げます

１ 取下げ申請者について

ふりがな 所属

氏 名 職名・・

２ 認定について

認定通知書に記載された認定年月日 平成 年 月 日

退職すべき期日 平成 年 月 日

（注 「２ 認定について」欄には、取下げ時点において認定を受けている場合に記入する）

こと。また、このうち「退職すべき期日」欄には、取下げ時点において退職すべき期

日が既に通知されている場合は その期日を記入すること。、

※警務課記入欄

受理年月日 平成 年 月 日

応募申請書の受理番号
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別紙様式３

退職すべき期日の繰下げ同意書

平成 年 月 日

岡山県警察本部長 殿

印

私は、岡山県職員の退職手当に関する条例（昭和２９年岡山県条例第８号）第８

条の２第１４項の規定により下記の退職すべき期日を繰り下げることに同意しま

す。

既に通知された退職すべき期日 平成 年 月 日

認定年月日 平成 年 月 日

（注 「認定年月日」欄には、認定通知書に記載されている認定の日を記入すること。）
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二　平成25年度における岡山県人事委員会の業務の状況二　平成25年度における岡山県人事委員会の業務の状況二　平成25年度における岡山県人事委員会の業務の状況二　平成25年度における岡山県人事委員会の業務の状況

１　職員の競争試験及び選考の状況１　職員の競争試験及び選考の状況１　職員の競争試験及び選考の状況１　職員の競争試験及び選考の状況　（１）  競争試験の受験者及び合格者の状況　　　　　試験名 試験区分 競争率県　職　員　Ａ 　　　倍（98 ） （14 ） （13 ） （7 ）行 政 276 73 71 30 9.2（2 ） （0 ） （0 ） （0 ）化 学 21 4 3 2 10.5（9 ） （1 ） （1 ） （1 ）農 業 24 8 8 2 12.0（3 ） （3 ） （3 ） （3 ）土 木 20 17 16 9 2.2（0 ） （0 ） （0 ） （0 ）農業土木 5 4 4 2 2.5（2 ） （1 ） （1 ） （1 ）林 業 6 3 3 3 2.0（1 ） （1 ） （1 ） （0 ）建 築 5 3 3 2 2.5（0 ） （0 ） （0 ） （0 ）電 気 13 9 9 3 4.3土 木 （1 ） （0 ） （0 ） （0 ）( 追 加 ) 40 21 15 7 5.7（116 ） （20 ） （19 ） （12 ）410 142 132 60 6.8県　職　員　Ｂ （18 ） （8 ） （8 ） （5 ）事 務 50 21 20 7 7.1（18 ） （8 ） （8 ） （5 ）小 計 50 21 20 7 7.1市町村立小・中 （122 ） （16 ） （16 ） （10 ）学校事務職員’ Ａ 246 41 36 17 14.5（29 ） （14 ） （14 ） （7 ）Ｂ 80 40 40 15 5.3（151 ） （30 ） （30 ） （17 ）小 計 326 81 76 32 10.2（169 ） （38 ） （38 ） （22 ）376 102 96 39 9.6身体障害者対象 県 職 員 （4 ） （4 ） （4 ） （3 ）（事務） 14 13 12 4 3.5（4 ） （4 ） （4 ） （0 ）13 13 12 2 6.5（4 ） （4 ） （4 ） （3 ）14 13 12 6 2.3（289 ） （62 ） （61 ） （37 ）800 257 240 105 7.6

合格者受験者　　　　人 　　　　人 　　　　人 　　　　人受験者第二次

計

計

岡山県職員等合計

合格者第一次

市町村立小・中学校事務職員計
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試験名 試験区分 競争率岡山県警察官等 警 察 官 Ａ 倍採用試験 （男性） 561 368 332 129 4.3警 察 官 Ａ（女性） 124 84 77 28 4.4(124) (84) (77) (28)685 452 409 157 4.4警 察 事 務 (173) (50) (47) (20)職 員 Ａ 313 82 72 21 14.9(297) (134) (124) (48)998 534 481 178 5.6警 察 官 Ｂ（男性） 219 116 104 32 6.8警 察 官 Ｂ（女性） 52 28 26 9 5.8(52) (28) (26) (9)271 144 130 41 6.6警 察 事 務 (41) (19) (13) (1)職 員 Ｂ 62 27 19 3 20.7(93) (47) (39) (10)333 171 149 44 7.6(390) (181) (163) (58)1,331 705 630 222 6.0（注１）　（　）内は女性で内数（注２）　身体障害者対象採用試験の計は、併願者を１人分として計上計警察合計

人 人 人合格者 受験者 合格者第一次 第二次受験者 人

小　計
小　計計
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（２） 選考の状況① 採用 任用級 知　事 教　育 警　察 企業局 議　会 その他 合　計級 人 人 人 人 人 人 人9 2 28 1 17 2 2 46 8 9 175 1 3 44 1 3 43 3 4 721 49 3 5254321 1 1医療職 （一） 43 2 221 4 4（二） 765432 4 5 91（三） 65 1 14 1 13 1 12 4 4198 1 17 8 86 10 105 4 44 6 63 12 122 2 21 83 27 47 157計

給 料 表

研 究 職

公 安 職

行 政 職
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② 昇任 任用級 知　事 教　育 警　察 企業局 議　会 その他 合　計級 人 人 人 人 人 人 人9 5 58 12 3 1 167 22 4 1 3 1 1 326 72 20 5 3 1 1 1025 112 17 9 1 1 1404 151 21 10 3 1 1863 55 16 16 3 902 54 13 16 3 8615 3 34 2 1 33 12 2 142 21 5 261医療職 （一） 432 3 31（二） 7 1 16 6 65 6 64 4 4321（三） 6 3 354 1 13219 9 98 10 107 15 15654321 545 94 100 16 3 3 761計

給 料 表行 政 職
研 究 職

公 安 職
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平成２５年 職員の給与等に関する報告及び勧告の骨子
（平成25年10月8日 岡山県人事委員会）

報告及び勧告のポイント

１ 月例給、期末・勤勉手当（特別給）ともに改定なし

２ 給与構造改革に伴う経過措置の廃止

１ 民間給与との比較

（職員と民間の４月分給与を、給与決定要素である職種、役職、年齢等が同じ者同士で比較）(1) 月例給

〈参 考〉
職員給与(B)

較 差
較 差民間給与(A) (A)－(B) (A)－(B)

×100
（国）［行政職、平均43.5歳］

(B)

76円（0.02％）371,623円 371,456円 167円 （0.04％）

29,282円（7.78％）

１．企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上である県内の民間事業所のうちから274事業所
を無作為抽出し、当該事業所の約8,800人の個人別給与を実地調査（調査完了率：90.7％）

２．国の較差を示した表の下段は、給与減額支給措置による減額後の較差

※特例条例による給与の減額措置後の職員給与（本年４月分の給与を基に試算）

×100民間給与(A)
職員給与(C)

(A)－(C)
(A)－(C)

［行政職、平均43.5歳］ (C)

371,623円 345,206円 26,417円 （7.65％）

＜特例条例による給与の減額措置＞
平成25年７月から平成26年３月までの間、給料及び管理職手当を減額して支給

する措置が講じられている。
＊給料（職員の職務の級に応じて4.77％～9.77％減額）
＊管理職手当（10％減額）

（昨年冬と本年夏の民間の特別給の年間支給割合との比較）(2) 特別給
民間の支給割合 3.96月 （職員 3.95月）

２ 民間給与との比較に基づく給与改定

(1) 月例給
・民間との較差（0.04％）は小さいこと等から、給料表の改定を行わない

（特別給）(2) 期末手当・勤勉手当
・民間の支給割合とおおむね均衡していることから、改定を行わない

３ 給与構造改革に伴う経過措置の廃止
・当該措置（現給保障）の対象者数は大幅に減少しており、国は本年度末で廃止される
ことから、早期に廃止することが適当

、 、・廃止に当たって本県の実態や他県の状況等を考慮し 平成26年度は２分の１を減額し
平成27年４月１日に廃止

・この改定は、平成26年４月１日から実施

2　給与，勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況
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４ 昇給・昇格制度
・国は制度改正を実施。他の都道府県では、半数が国に準じた昇格制度の改正を実施、
昇給制度の改正を実施したのは数団体

・制度は国準拠が基本であるが、全体的な世代間の給与配分として検討する必要がある
ことなどから、引き続き他県の動向等を注視しつつ、本県の実情も踏まえながら更に
検討

５ 給与制度の総合的見直し
・人事院が本年報告した給与制度の総合的見直しについては、国の動向を注視しつつ、
他の都道府県の状況等も踏まえながら、必要な対応について検討

６ 公務員人事管理
(1) 人材の確保・育成
・優秀な人材の確保に向けて、引き続き採用説明会等の募集活動の充実・強化が必要
・民間企業の就職活動後ろ倒しを踏まえ、平成27年度以降の採用試験について、適切

に対応
・職員が能力を最大限発揮できるよう、中長期的な視点に立ち、職員の意識改革と能

力開発に取り組むことが必要
・不祥事根絶に向け、公務員としての自覚を促すとともに、高い使命感と倫理観を持

って、全力で職務に精励できる環境づくりを強く推進すべき

(2) 人事評価制度
・昨年度から人事評価制度を本格実施している職員については、制度が円滑に機能す

るよう努めることが必要。また、試行中の教職員については、より学校現場に適し
た評価手法等について関係者間で協議を進め、早期本格実施に向けた取組を更に促
進することが必要

(3) 女性職員の採用・登用
・更なる女性職員の職域拡大、管理職登用を進め、女性職員と男性職員が共にその能

力を十分発揮できる働きやすい職場環境づくりに向けた積極的な取組が必要

(4) 仕事と生活の両立支援
・育児や介護との両立を支援する必要性が高まる中、既存制度を効果的に活用できる

勤務環境の整備と職員の意識改革が重要
・男性の育児休業等の積極的取得に向け、本人や職場の理解を更に深めることが必要
・配偶者帯同休業制度については、国の動向を注視することが必要

(5) 総実勤務時間の縮減
・知事部局、教育庁や学校、警察などのあらゆる職場の管理監督者は職員の勤務時間

管理、健康管理が自らの重要な職責であることを改めて自覚し、具体的対策に取り
組むことが重要

(6) 心の健康づくり対策の推進
・精神疾患の未然防止や早期発見・早期対応に重点を置いた取組及び職場復帰や再発

防止のための職場環境の整備や関係機関等の連携維持・強化が重要
・セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントの予防・解決に向けた取組

は、引き続き十分な対応が必要
・心の健康づくり対策を実効性のあるものとするため、常に、真に風通しの良い職場

環境づくりが重要
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(7) 高齢期の雇用問題
、 。 、・雇用と年金の確実な接続を図るため 当面は現行の再任用制度により対応 その際

各任命権者において、職員への周知、希望等の把握や職域の拡大を進め、業務運営
の実情を踏まえつつ、再任用職員の能力と経験を生かせる職務への配置に努めるこ
とが必要

・高齢期雇用を契機とし、60歳前も含めた人事管理全体について必要な検討を早期に
行い、適切に対応することが必要

７ 勧告実施及び適正な給与確保の要請
・労働基本権を制約されている公務員の適正な処遇を確保するため、人事委員会勧告の
実施及び民間準拠による給与の確保を要請

（行政職：平均年齢43.5歳）《参考１》平成25年の平均年間給与

減額措置前 減額措置後 減額前後の差

6,002千円 5,765千円 △237千円

《参考２》最近の給与勧告の状況

月例給 期末・勤勉手当 平均年間給与

較差率 改定率 年間支給月数 対前年増減 増減額 増減率

平成16年 △0.02％ － 4.40月 － － －

平成17年 △0.41％ △0.37％ 4.45月 0.05月 △ 0.5万円 △0.1％

平成18年 0.05％ － 4.45月 － － －

平成19年 0.42％ 0.32％ 4.50月 0.05月 3.7万円 0.6％

平成20年 0.08％ 0.08％ 4.50月 － 0.5万円 0.1％

平成21年 0.04％ － 4.15月 △0.35月 △13.0万円 △2.2％

平成22年 0.34％ 0.33％ 3.95月 △0.20月 △ 5.4万円 △0.9％

平成23年 0.19％ 0.18％ 4.00月 0.05月 2.9万円 0.5％

平成24年 0.01％ － 3.95月 △0.05月 △ 1.9万円 △0.3％

平成25年 0.04％ － 3.95月 － － －

※ 平均年間給与の欄は、各年の勧告実施による増減を示したもの
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３　給与，勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況３　給与，勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況３　給与，勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況３　給与，勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況平成24年度末現在未処理件数 平成25年度の措置要求件数 平成25年度の処理件数 平成25年度末現在未処理件数
1 11 1

４　不利益処分に関する不服申立ての状況４　不利益処分に関する不服申立ての状況４　不利益処分に関する不服申立ての状況４　不利益処分に関する不服申立ての状況平成24年度末現在未処理件数 平成25年度の不服申立て件数 平成25年度の処理件数 平成25年度末現在未処理件数降 給降 任休 職分限免職戒 告減 給停 職 1 1懲戒免職 1 11 11 2 1 2
分限処分懲戒処分転 任そ の 他計

そ の 他計
給 与旅 費勤 務 時 間休 暇執 務 環 境厚 生 福 利転 任任 用
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保
字
大
坂
九
〇
八
番
の
一
部
及
び
同
市
上
仁
保
字
下
り
松
六
九
八
番
二
の
一
部

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基

準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

シ
ス

一
・
二

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
及
び
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

－
－

三

備
考

指
定
を
一
部
解
除
す
る
要
措
置
区
域
の
詳
細
は
、
省
略
し
、
当
該
要
措
置
区
域
の
台
帳
を
岡
山
県

環
境
文
化
部
環
境
管
理
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
。

平成２６年９月２６日　岡山県公報　第１１６２２号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
九
十
二
号

岡
山
県
ふ
ぐ
調
理
等
規
制
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
岡
山
県
条
例
第
四
十
二
号
）
第
七
条
第
一
号
に
規

定
す
る
ふ
ぐ
の
調
理
等
に
関
す
る
講
習
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
十
六
日

二

主
催
者
の
名
称
等

１

主
催
者
の
名
称

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
食
品
衛
生
協
会

２

主
催
者
の
所
在
地

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
一
番
一
七
号

３

受
講
の
申
込
受
付

県
内
の
各
食
品
衛
生
協
会

４

受
付
期
間

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
七
日
（
月
）
か
ら
同
年
十
一
月
五
日
（
水
）
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜

日
及
び
祝
日
を
除
く

）
。

三

講
習
日
時

平
成
二
十
六
年
十
一
月
三
十
日
（
日
）

午
前
十
時
二
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

四

講
習
会
場

岡
山
県
南
部
健
康
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

岡
山
市
北
区
平
田
四
〇
八
番
地
一

五

講
習
の
内
容
及
び
時
間

１

ふ
ぐ
の
種
類
に
つ
い
て
の
解
説

六
十
分

２

ふ
ぐ
の
毒
性
に
つ
い
て
の
解
説

六
十
分

３

ふ
ぐ
処
理
の
実
演

三
十
分

４

食
品
衛
生
に
関
す
る
知
識
及
び
衛
生
関
係
法
規
に
つ
い
て
の
解
説

平成２６年９月２６日　岡山県公報　第１１６２２号



九
十
分

六

受
講
料

一
万
八
百
円

平成２６年９月２６日　岡山県公報　第１１６２２号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
九
十
三
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
の
た
め
の
診
断
を
す
る
医
師
を
平
成
二
十
六
年
九
月
十
六
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

ま
た
、
同
項
の
指
定
を
受
け
た
次
の
医
師
に
つ
い
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
し
た
医
師

指
定
医
師
名

診

療

科

目

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

小

西

均

肢
体
不
自
由

特
定
医
療
法
人
美
甘
会
勝
山
病
院

真
庭
市
本
郷
一
八
一
九

石

井

雅

之

肢
体
不
自
由
、
音
声
・
言
語
・
そ
し
ゃ
く

社
会
医
療
法
人
清
風
会
日
本
原
病
院

津
山
市
日
本
原
三
五
二

那

須

利

憲

呼
吸
器

医
療
法
人
那
須
医
院

瀬
戸
内
市
邑
久
町
大
窪
一
三

三

－

二

指
定
を
辞
退
し
た
医
師

指
定
医
師
名

診

療

科

目

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

小

田

皓

二

肢
体
不
自
由
、
心
臓
、
呼
吸
器
、
腎
臓
、
膀
胱
・
直
腸
、

医
療
法
人
お
だ
う
じ
会
小
田
病
院

井
原
市
井
原
町
五
八
二

小
腸

嚴

光

弘

肢
体
不
自
由

医
療
法
人
げ
ん
ク
リ
ニ
ッ
ク

津
山
市
東
一
宮
二

八

－

松

尾

豊

肢
体
不
自
由
、
心
臓
、
呼
吸
器
、
腎
臓
、
膀
胱
・
直
腸
、

医
療
法
人
千
昌
会
松
尾
医
院

新
見
市
西
方
四
六
三

六

－

小
腸

平成２６年９月２６日　岡山県公報　第１１６２２号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
九
十
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ひ
な
た
ぼ
っ
こ

２

所
在
地

岡
山
県
浅
口
市
金
光
町
占
見
新
田
二
六
五

一
－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
明
光
会

２

所
在
地

岡
山
県
浅
口
市
金
光
町
佐
方
二
一
三
〇

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
七
〇
〇
七
〇
二

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

平成２６年９月２６日　岡山県公報　第１１６２２号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
九
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

新
見
市
哲
多
町
田
淵
字
新
田
二
二
九
二
の
一
、
二
二
九
二
の
二
、
二
二
九
二
の
四
、
二
二
九
二
の

五
、
二
三
一
〇
の
一
、
字
堀
田
二
三
一
一

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

新
見
市
千
屋
実
字
ホ
ン
タ
ニ
三
八
九
の
一

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

平成２６年９月２６日　岡山県公報　第１１６２２号



次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
新
見
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。
）

平成２６年９月２６日　岡山県公報　第１１６２２号



〔
四
三
〇
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
十
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
く
ら
し
き
福
祉
の
会

三

代
表
者
の
氏
名

白
木

三
敬

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
西
岡
一
一
四
四
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
不
特
定
多
数
の
方
を
対
象
に
障
害
者
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
及
び
障
害
者
の
自

立
の
為
に
雇
用
の
場
を
広
げ
社
会
参
加
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
で
社
会
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
の
種
類

平成２６年９月２６日　岡山県公報　第１１６２２号



〔
四
三
一
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
に
つ
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

届
出
事
項
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ゴ
ダ
イ
ド
ラ
ッ
グ
美
作
江
見
店

所
在
地

美
作
市
川
北
字
四
反
田
一
五
九
番
一
ほ
か

２

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

ゴ
ダ
イ
株
式
会
社

住
所

兵
庫
県
姫
路
市
綿
町
一
○
四
番
地
ス
ク
エ
ア
ビ
ル
２
Ｆ

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

浦
上

晃
之

３

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

ゴ
ダ
イ
株
式
会
社

住
所

兵
庫
県
姫
路
市
綿
町
一
○
四
番
地
ス
ク
エ
ア
ビ
ル
２
Ｆ

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

浦
上

晃
之

４

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
二
十
七
年
五
月
十
二
日

５

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

千
三
百
三
十
・
〇
六
平
方
メ
ー
ト
ル

６

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

駐
車
場
の
収
容
台
数

五
十
一
台

(1)

駐
輪
場
の
収
容
台
数

四
十
台

(2)

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

四
十
平
方
メ
ー
ト
ル

(3)

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

二
十
・
八
七
立
方
メ
ー
ト
ル

(4)
７

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

(1)

平成２６年９月２６日　岡山県公報　第１１６２２号



午
前
七
時

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

(2)

午
前
零
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(3)

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
前
零
時
三
十
分
ま
で

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

二
箇
所

(4)

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(5)

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
十
一
日

三

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
六
日
ま
で

２

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
美
作
市
経
済
部
商
工
観
光
課

平成２６年９月２６日　岡山県公報　第１１６２２号



四
三
二

家
畜
改
良
増
殖
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

農
林
水
産
大
臣
か
ら
同
法
第
四
条
第
一
項
本
文
の
種
畜
証
明
書
を
次
の
と
お
り
書
換
交
付
し
た
旨
の
通
報
を

〔
〕

（
）

、

。

受
け
た平

成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

種
畜
証
明
書
番
号

申
請
の
事
由

変
更
後

変
更
前

1
1
3
4
6
9
9
8
7
0
9

種
畜
の
飼
養
者
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
の
変
更

岡
山
県
津
山
市
宮
部
下
４
１
５

鳥
取
県
東
伯
郡
琴
浦
町
大
字
出
上
１
４

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業
団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
鳥
取
牧
場

1
1
3
4
6
9
9
8
7
0
9

種
畜
の
名
前
の
変
更

美
津
久

久
草
２
５
１
０

1
1
3
4
6
9
9
9
2
3
2

種
畜
の
飼
養
者
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
の
変
更

岡
山
県
津
山
市
宮
部
下
４
１
５

鳥
取
県
東
伯
郡
琴
浦
町
大
字
出
上
１
４

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業
団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
鳥
取
牧
場

1
1
3
4
6
9
9
9
2
3
2

種
畜
の
名
前
の
変
更

伯
之
国

鳥
蕗
２
５
４
１
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四
三
三

家
畜
改
良
増
殖
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

農
林
水
産
大
臣
か
ら
同
法
第
四
条
第
一
項
本
文
の
種
畜
証
明
書
を
次
の
と
お
り
交
付
し
た
旨
の
通
報
を
受
け

〔
〕

（
）

、

。た

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

種
畜
証
明
書

血
統

名
前

品
種

生
年
月
日

産
地

等
級

飼
養
者
の
所
在
地
及
び
名
称

番
号

父
母

1
1
0
7
6
5
6
8
1
2
8
Ｊ
リ
ー
ド
テ
レ
サ
ビ
ー
ス
タ

ホ
ル
ス
タ
イ

H
20
.6
.
2

北
海
道
中
川
郡

エ
メ
ラ
ル
ド
エ
ー
カ
ー
エ
ス

ア
イ
リ
ツ
チ
テ
レ
サ
ベ

特
級

津
山
市
宮
部
下
4
1
5

ー
Ｅ
Ｔ

ン
種

豊
頃
町

エ
ー
Ｔ
－
バ
ク
ス
タ
ー

ス
ト
Ａ
フ
タ
ゴ

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業

団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

1
0
2
5
1
9
1
6
0
3
7
テ
イ
ー
ウ
エ
ー
ブ
Ｇ
Ｉ
Ｂ
ト

ホ
ル
ス
タ
イ

H
20
.1
1
.
3

北
海
道
中
川
郡

デ
ユ
ド
ツ
ク
ミ
ス
タ
ー

ジ
エ
ン
ア
イ
ベ
ツ
ク
タ
レ

１
級

津
山
市
宮
部
下
4
1
5

ツ
プ
ス
ピ
ー
ド
Ｒ
Ｅ
Ｄ
Ｅ
Ｔ

ン
種

幕
別
町

バ
ー
ン
ズ
Ｅ
Ｔ

ン
ト
ス
ペ
ク
ト
ラ
Ｒ
Ｅ

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業

Ｄ
Ｅ
Ｔ

団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

1
0
3
4
1
3
0
7
5
1
6
セ
ン
ト
ベ
ー
ル
Ｂ
Ｗ
Ｍ
ジ
ユ

ホ
ル
ス
タ
イ

H
20
.1
2
.
3

北
海
道
中
川
郡

ハ
ツ
ピ
ー
ラ
イ
ブ
Ｂ
Ｗ

モ
ー
ニ
ン
グ
ビ
ユ
ー
Ｃ
Ｖ

２
級

津
山
市
宮
部
下
4
1
5

リ
ア
ー
ノ

ン
種

幕
別
町

ア
ニ
ー
Ｅ
Ｔ

ジ
ユ
リ
ー
Ｅ
Ｔ

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業

団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

1
0
4
3
7
6
0
6
4
6
2
オ
ム
ラ
ス
イ
ー
テ
イ
ー
ス
マ

ホ
ル
ス
タ
イ

H
21
.6
.
1
4

北
海
道
上
川
郡

ア
ツ
プ
ル
イ
ス
ジ
エ
ツ
ト

オ
ム
ラ
ド
ヌ
ー
ブ
ス
ト

２
級

津
山
市
宮
部
下
4
1
5

ー
ク
Ｊ
Ｅ
Ｔ

ン
種

剣
淵
町

ス
ト
リ
ー
ム
Ｅ
Ｔ

ー
リ
ー
Ｅ
Ｔ

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業

団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

1
0
2
9
8
0
0
9
6
8
6
オ
ム
ラ
ス
イ
ー
テ
イ
ー
デ
ン

ホ
ル
ス
タ
イ

H
21
.1
0
.
2
5

北
海
道
枝
幸
郡

ハ
ピ
イ
イ
ー
ス
ト
ア
ー
ル

オ
ム
ラ
メ
グ
ス
ト
ー
リ

２
級

津
山
市
宮
部
下
4
1
5

シ
テ
イ

ン
種

枝
幸
町

エ
ス
テ
ン
プ
タ
ー
Ｅ
Ｔ

ー
Ｅ
Ｔ

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業

団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

1
0
3
6
2
9
0
8
6
5
5
セ
ン
ト
ベ
ー
ル
マ
セ
ラ
ダ
イ

ホ
ル
ス
タ
イ

H
21
.1
1
.
2
1

北
海
道
中
川
郡

Ｎ
Ｌ
Ｂ
Ｃ
エ
ル
フ
イ
ン

セ
ン
ト
ベ
ー
ル
モ
ー
テ
イ

２
級

津
山
市
宮
部
下
4
1
5

ナ
ミ
ツ
ク

ン
種

幕
別
町

マ
セ
ラ
テ
イ
Ｅ
Ｔ

ー
ダ
イ
ア
ン

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業

団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

1
0
3
2
6
7
0
8
7
3
4
ウ
チ
ロ
ミ
オ
バ
ー
ム
ロ
ン
リ

ホ
ル
ス
タ
イ

H
21
.1
0
.
2
6

北
海
道
枝
幸
郡

エ
ン
セ
ナ
ダ
タ
ブ
ー
プ

ウ
チ
ジ
ユ
リ
エ
ツ
ト
ロ

２
級

津
山
市
宮
部
下
4
1
5

ー
ン
種

枝
幸
町

ラ
ネ
ツ
ト
Ｅ
Ｔ

ン
リ
ー
ソ
ー
サ

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業

団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

1
0
3
1
7
4
0
9
6
9
5
キ
ン
グ
ス
ラ
ン
ソ
ム
Ｓ
Ｗ
デ

ホ
ル
ス
タ
イ

H
21
.1
1
.
4

北
海
道
河
西
郡

エ
ン
セ
ナ
ダ
タ
ブ
ー
プ

キ
ン
グ
ス
ラ
ン
ソ
ム
オ
ー

２
級

津
山
市
宮
部
下
4
1
5

イ
ン
テ
イ
Ｅ
Ｔ

ン
種

更
別
村

ラ
ネ
ツ
ト
Ｅ
Ｔ

マ
ン
デ
イ
ン
テ
イ
Ｅ
Ｔ

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業

団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

1
0
3
5
3
2
0
8
6
8
9
リ
リ
ー
ヒ
ル
プ
ラ
ネ
ツ
ト
シ

ホ
ル
ス
タ
イ

H
22
.1
.
2

北
海
道
勇
払
郡

エ
ン
セ
ナ
ダ
タ
ブ
ー
プ

マ
イ
ジ
ヨ
ン
ラ
ン
ス
モ

２
級

津
山
市
宮
部
下
4
1
5
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ユ
ー
ク
リ
ン
Ｅ
Ｔ

ン
種

安
平
町

ラ
ネ
ツ
ト
Ｅ
Ｔ

ー
ガ
ナ
Ｅ
Ｔ

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業

団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

1
0
2
9
8
0
0
9
9
4
5
オ
ム
ラ
マ
エ
ス
ト
ロ

ホ
ル
ス
タ
イ

H
22
.2
.
2
5

北
海
道
枝
幸
郡

ビ
ユ
ク
ソ
ー
ル
マ
リ
シ
ユ

オ
ム
ラ
カ
ト
リ
ー
ヌ
ス

２
級

津
山
市
宮
部
下
4
1
5

ン
種

枝
幸
町

Ｅ
Ｔ

ト
ー
リ
ー
Ｅ
Ｔ

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業

団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

1
0
2
5
1
4
2
9
6
9
8
Ｊ
リ
ー
ド
マ
ウ
イ
ヒ
ー
ロ
ー

ホ
ル
ス
タ
イ

H
22
.2
.
2
8

北
海
道
中
川
郡

Ｎ
Ｌ
Ｂ
Ｃ
エ
ル
フ
イ
ン

マ
イ
ス
タ
ー
バ
ツ
カ
イ

２
級

津
山
市
宮
部
下
4
1
5

フ
タ
ゴ

ン
種

豊
頃
町

マ
セ
ラ
テ
イ
Ｅ
Ｔ

マ
ウ
イ

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業

団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

1
0
4
9
5
8
0
6
1
2
5
Ｈ
Ｙ
Ｓ
ミ
リ
オ
ン
メ
ロ
デ
イ

ホ
ル
ス
タ
イ

H
22
.1
.
1
1

北
海
道
苫
小
牧

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
ア
モ
ン
ミ

カ
ー
タ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー
シ

２
級

津
山
市
宮
部
下
4
1
5

ア
ス
シ
ヨ
ツ
ト
Ｅ
Ｔ

ン
種

市
リ
オ
ン
Ｅ
Ｔ

ヨ
ツ
ト
メ
ロ
デ
イ

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業

団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

1
1
3
0
1
0
4
3
1
1
6
ル
．
メ
イ
ユ
ー
ル
Ｃ
Ｃ
Ｍ
ス

ホ
ル
ス
タ
イ

H
22
.1
1
.
1
1

兵
庫
県
南
あ
わ

シ
ヤ
ー
レ
ス
デ
ー
ル
ス
ー

ミ
ツ
ド
フ
イ
ー
ル
ド
Ｃ
Ｃ

２
級

津
山
市
宮
部
下
4
1
5

ー
パ
ー
Ｅ
Ｔ

ン
種

じ
市

パ
ー
ス
テ
イ
シ
ヨ
ン
Ｅ
Ｔ

Ｍ
ゴ
ー
ル
ド
ウ
イ
ン
フ

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業

イ
ー
ニ
ア
Ｅ
Ｔ

団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

1
1
3
1
8
5
1
2
5
8
2
グ
リ
ー
ン
バ
レ
ー
ス
ー
パ
ー

ホ
ル
ス
タ
イ

H
23
.4
.
1
2

北
海
道
河
東
郡

シ
ヤ
ー
レ
ス
デ
ー
ル
ス
ー

マ
ウ
ン
ト
フ
イ
ー
ル
ド
マ

２
級

津
山
市
宮
部
下
4
1
5

マ
ン
デ
イ
ー
Ｅ
Ｔ

ン
種

音
更
町

パ
ー
ス
テ
イ
シ
ヨ
ン
Ｅ
Ｔ

ー
シ
ユ
マ
キ
シ
ン
Ｅ
Ｔ

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業

団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

1
1
3
2
0
7
0
7
3
4
1
マ
ウ
ン
ト
フ
イ
ー
ル
ド
ス
ー
パ

ホ
ル
ス
タ
イ

H
23
.5
.
2
2

北
海
道
中
川
郡

シ
ヤ
ー
レ
ス
デ
ー
ル
ス
ー

マ
ウ
ン
ト
フ
イ
ー
ル
ド
マ

２
級

津
山
市
宮
部
下
4
1
5

ー
マ
ツ
キ
ン
リ
ー
Ｅ
Ｔ

ン
種

幕
別
町

パ
ー
ス
テ
イ
シ
ヨ
ン
Ｅ
Ｔ

ー
シ
ユ
マ
キ
シ
ン
Ｅ
Ｔ

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業

団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

1
1
3
1
7
3
0
5
0
8
6
エ
ン
ド
リ
ツ
チ
ブ
ラ
ツ
ク
Ｃ

ホ
ル
ス
タ
イ

H
23
.1
0
.
2
3

北
海
道
天
塩
郡

コ
ム
ス
タ
ー
ロ
ー
ソ
リ
テ

エ
ン
ド
リ
ツ
チ
ブ
ラ
ツ
ク

２
級

津
山
市
宮
部
下
4
1
5

Ｐ
ロ
ジ
ヤ
ー

ン
種

天
塩
町

イ
Ｅ
Ｔ

Ｃ
Ｐ
オ
ー
マ
ン

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業

団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

1
1
3
3
5
5
2
4
0
3
2
Ｌ
Ｕ
Ｘ
Ｅ
ラ
ン
カ
ス
カ
ー
レ

ホ
ル
ス
タ
イ

H
23
.1
0
.
1
1

北
海
道
空
知
郡

オ
ー
ケ
ー
フ
ア
ー
ム
ハ
ー

Ｌ
Ｕ
Ｘ
Ｅ
ヤ
ノ
ツ
シ
ユ

２
級

津
山
市
宮
部
下
4
1
5

ツ
ヂ

ン
種

上
富
良
野
町

ト
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
Ｅ
Ｔ

ク
ツ
キ
ー
Ａ
Ｅ
Ｔ

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業

団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

1
1
3
3
8
7
2
2
1
4
5
テ
イ
ー
ウ
エ
ー
ブ
ス
ペ
ー
ス

ホ
ル
ス
タ
イ

H
24
.3
.
2
4

北
海
道
中
川
郡

ジ
レ
ツ
ト
ウ
イ
ン
ド
ブ
ル

マ
リ
ー
ク
ラ
ー
ク
ビ
ー

２
級

津
山
市
宮
部
下
4
1
5

Ｘ
Ｅ
Ｔ

ン
種

幕
別
町

ツ
ク
Ｅ
Ｔ

ゴ
ー
ル
ド
ウ
イ
ン
シ
ル
ビ

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業

イ
ー
Ｅ
Ｔ

団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

1
1
3
3
9
6
0
3
9
4
8
プ
ロ
グ
レ
ス
ア
イ
ラ
ン
ド
カ

ホ
ル
ス
タ
イ

H
24
.4
.
2
5

北
海
道
勇
払
郡

ハ
イ
ブ
リ
ツ
ジ
レ
オ
フ

Ｐ
Ｉ
Ｃ
ミ
リ
オ
ン
ミ
ツ

２
級

津
山
市
宮
部
下
4
1
5

ウ
ズ
ア
ル
フ
オ
ン
ス

ン
種

安
平
町

ア
ン
タ
ジ
ス
タ
Ｅ
Ｔ

シ
ー
Ｅ
Ｔ

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業

団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

1
1
3
6
7
9
0
7
0
0
1
リ
ラ
フ
ア
ー
ム
ア
ド
ミ
ラ
ル

ホ
ル
ス
タ
イ

H
24
.8
.
1
0

北
海
道
川
上
郡

ス
ミ
ス
デ
ン
ア
ド
ミ
ラ
ル

リ
ラ
フ
ア
ー
ム
ス
ト
ー
リ

２
級

津
山
市
宮
部
下
4
1
5

バ
ン
ジ
ヨ
ー
Ｅ
Ｔ

ン
種

標
茶
町

Ｅ
Ｔ

ー
バ
ン
ジ
ヨ
ー

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業

団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー
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1
1
3
9
9
6
0
8
0
0
6
エ
キ
ス
パ
ー
ト
ビ
ー
コ
ン
エ

ホ
ル
ス
タ
イ

H
24
.8
.
2
0

北
海
道
河
東
郡

エ
ン
ド
ロ
ー
ド
ビ
ー
コ
ン

ス
タ
ン
ト
ン
ズ
ボ
ル
ト
ン

２
級

津
山
市
宮
部
下
4
1
5

グ
ザ
イ
ル
Ｅ
Ｔ

ン
種

音
更
町

Ｅ
Ｔ

ブ
レ
ー
ズ
Ｅ
Ｔ

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業

団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

1
1
3
6
4
4
1
0
4
9
8
Ｈ
Ｍ
Ｕ
ジ
ユ
リ
ー
レ
ビ
マ
ン

ホ
ル
ス
タ
イ

H
24
.8
.
2
2

北
海
道
枝
幸
郡

モ
ー
ニ
ン
グ
ビ
ユ
ー
レ
ビ

ウ
チ
ジ
ユ
リ
エ
ツ
ト
マ

２
級

津
山
市
宮
部
下
4
1
5

ン
種

枝
幸
町

ー
フ
イ
ー
マ
ン
オ
ー

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業

団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

1
1
3
5
8
3
1
2
7
4
6
イ
ー
ス
ト
サ
イ
ド
Ｓ
Ｗ
ジ
ー

ホ
ル
ス
タ
イ

H
25
.2
.
1
3

北
海
道
河
西
郡

ジ
レ
ツ
ト
ウ
イ
ン
ド
ブ
ル

イ
ー
ス
ト
サ
イ
ド
ル
イ
ス

２
級

津
山
市
宮
部
下
4
1
5

ブ
ル
ツ
ク
リ
ン
Ｅ
Ｔ

ン
種

更
別
村

ツ
ク
Ｅ
Ｔ

デ
ー
ル
ジ
ー
パ
ー
フ
エ

一
般
社
団
法
人
家
畜
改
良
事
業

ク
ト
Ｅ
Ｔ

団
岡
山
種
雄
牛
セ
ン
タ
ー

1
1
3
7
6
6
0
9
4
9
1
ア
イ
ブ
ラ
ツ
ク
ラ
イ
ム
バ
ー

ホ
ル
ス
タ
イ

H
25
.3
.
1
6

北
海
道
厚
岸
郡

バ
ー
ア
ー
リ
ー
ド
ー
ン
ス

グ
レ
ン
デ
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毛
和
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鳥
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県
東
伯
郡
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５

ふ
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て
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２
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級

津
山
市
宮
部
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1
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浦
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改
良
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和
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級
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伯
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級
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宮
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た
か
み
ず
８
１

１
級

久
米
郡
美
咲
町
北
2
2
7
2

岡
山
県
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ

ー
畜
産
研
究
所

1
1
3
5
4
6
5
5
7
4
8
花
千
代

黒
毛
和
種

H
24
.8
.
1
9

岡
山
県
久
米
郡

千
代
桜

は
な
は
な

１
級

久
米
郡
美
咲
町
北
2
2
7
2

美
咲
町

岡
山
県
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ

ー
畜
産
研
究
所

1
1
4
0
5
0
1
0
4
3
4
新
百
合

黒
毛
和
種

H
25
.5
.
1
5

岡
山
県
真
庭
郡

百
合
茂

し
ん
は
る
い
づ
み

２
級

久
米
郡
美
咲
町
北
2
2
7
2

新
庄
村

岡
山
県
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ

ー
畜
産
研
究
所

平成２６年９月２６日　岡山県公報　第１１６２２号



〔
四
三
四
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

追
分
池
土
地
改
良
区

二

退
任
及
び
就
任
役
員

退
任
役
員

就
任
役
員

理
事
監

住

所

氏

名

氏

名

事
の
別

荒
砂

昭
男

荒
砂

昭
男

津
山
市
中
北
上
一
四
七
六

理

事

矢
吹

精
一

矢
吹

精
一

真
庭
市
中
河
内
一
二
一
三

〃

岡

欽
吾

津
山
市
坪
井
下
一
七
九
八

〃

楽
万

真
一

楽
万

真
一

〃

中
北
上
四
〇
〇

〃

政
安

敏
章

〃

坪
井
上
九
九
八

〃

米
神

徳
二

真
庭
市
中
河
内
二
一
五
一

七

〃

－

河
本

太
郎

〃

下
河
内
七
五
七

〃

猪
川

眞
有

津
山
市
中
北
下
一
七
五
六

〃

中
島

要

〃

坪
井
上
一
一
六
六

〃

池
田

勝
亮

真
庭
市
上
河
内
四
〇
三

三

〃
－

田
和

進

〃

〃

一
八
一
九

九

〃

－

石
田

貢
造

石
田

貢
造

〃

下
河
内
五
七
一

四

〃

－

古
金

崇
義

津
山
市
中
北
上
一
六
五
二

監

事

岩
崎

浩
二

真
庭
市
上
河
内
一
七
八
〇

〃

田
和

豊
己

津
山
市
坪
井
下
四
五

〃

河
本

太
郎

真
庭
市
下
河
内
七
五
七

〃

平成２６年９月２６日　岡山県公報　第１１６２２号



〔
四
三
五
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

落
札
物
品
の
名
称
及
び
数
量

ノ
ー
ト
型
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

四
六
六
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
四
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

リ
コ
ー
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

岡
山
市
北
区
下
中
野
二
三
六
番
地
六

五

落
札
金
額

、

、

（

、

、

）

三
六

一
七
九

〇
二
八
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
二

六
七
九

九
二
八
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
六
年
六
月
十
三
日

平成２６年９月２６日　岡山県公報　第１１６２２号



〔
四
三
六
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

落
札
物
品
の
名
称
及
び
数
量

庁
用
自
動
車
リ
ー
ス

七
〇
台

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
六
年
八
月
七
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
ト
ヨ
タ
レ
ン
タ
リ
ー
ス
岡
山

岡
山
市
北
区
厚
生
町
一
丁
目
三
番
一
九
号

五

落
札
金
額

一
六
〇
、
五
〇
五
、
七
一
二
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
一
一
、
八
八
九
、
三
一

二
円
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

平成２６年９月２６日　岡山県公報　第１１６２２号



〔
四
三
七
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

落
札
物
品
の
名
称
及
び
数
量

ナ
ノ
イ
ン
デ
ン
タ
ー

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
六
年
八
月
八
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
三
ツ
ワ
フ
ロ
ン
テ
ッ
ク

倉
敷
市
老
松
町
三
丁
目
八
番
七
号

ビ
バ
リ
ー
ガ
ー
デ
ン
老
松

五

落
札
金
額

、

、

（

、

、

）

四
九

八
六
三

六
〇
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
三

六
九
三

六
〇
〇
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

平成２６年９月２６日　岡山県公報　第１１６２２号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
五
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第

八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を

有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

岡

本

研

吾

一

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

三
一
、
三
六
九

二

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場

合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八

十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数

（
地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規

）

定
す
る
場
合
を
除
く

）

二
九
六
、
〇
五
三

。

三

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ

の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が

八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
）選

挙

区

数

選

挙

区

数

岡
山
市
北
区
・
加
賀
郡

八
一
、
四
三
三

高

梁

市

九
、
二
八
五

平成２６年９月２６日　岡山県公報　第１１６２２号



岡

山

市

中

区

三
八
、
二
七
五

新

見

市

九
、
〇
四
九

岡

山

市

東

区

二
六
、
一
八
八

備

前

市

・

和

気

郡

一
四
、
六
六
三

岡

山

市

南

区

四
五
、
一
五
二

瀬

戸

内

市

一
〇
、
六
〇
七

倉

敷

市

・

都

窪

郡

一
三
一
、
二
〇
九

赤

磐

市

一
二
、
一
四
二

津

山

市

・

苫

田

郡

三
二
、
〇
一
六

真

庭

市

・

真

庭

郡

一
三
、
八
二
五

玉

野

市

一
七
、
七
五
八

美

作

市

・

英

田

郡

八
、
八
九
一

笠

岡

市

一
四
、
五
七
〇

浅

口

市

・

浅

口

郡

一
二
、
九
九
四

井

原

市

・

小

田

郡

一
六
、
〇
七
七

勝

田

郡

四
、
七
八
九

総

社

市

一
八
、
〇
一
五

久

米

郡

五
、
八
七
四

平成２６年９月２６日　岡山県公報　第１１６２２号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
五
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

一

政
党
の
支
部

イ

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

一
以
上
の
市
町
村
等

届
出
年
月
日

の
区
域
を
単
位
と
し

て
設
け
ら
れ
た
支
部

次
世
代
の
党
岡
山
県
支
部
連
合
会

平

沼

赳

夫

福

井

慎

二

岡
山
市
北
区
蕃
山
町
三

三
〇
吉
備
シ
ス
テ
ム
蕃

○

平
成
二
六
・

八
・

一

－

山
町
ビ
ル
六
〇
二
号
室

自
由
民
主
党
岡
山
県
岡
山
市
第
十
七
支
部

川

本

浩
一
郎

槇

敬

次

〃

南
区
福
田
五
四
四

一

○

〃

八
・
二
八

－

日
本
維
新
の
会
岡
山
県
総
支
部

片

山

虎
之
助

赤

澤

幹

温

〃

北
区
富
田
町
二

五

一
一
サ
ン
ジ
ェ
ル

○

〃

八
・

一

－
－

マ
ン
富
田
町
二
〇
一

日
本
維
新
の
会
倉
敷
市
支
部

赤

沢

幹

温

守

屋

光

信

倉
敷
市
玉
島
勇
崎
八
〇
四

○

〃

〃

ロ

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
職
の
種
類

一
以
上
の
市
町
村
等

届
出
年
月
日

の
区
域
を
単
位
と
し

て
設
け
ら
れ
た
支
部

次
世
代
の
党
衆
議
院
岡
山
県
第
三
支
部

平

沼

赳

夫

西

岡

純

子

津
山
市
大
田
八
一

一
一

衆
議
院
議
員

○

平
成
二
六
・

八
・

一

－

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

岡
田
か
ん
じ
後
援
会

岡

田

幹

司

岡

田

照

子

岡
山
市
北
区
久
米
三
六
四

平
成
二
六
・

八
・
二
一
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コ
ス
モ
ス
の
会

津

本

良

三

草

地

弘

子

津
山
市
北
町
一
八

一
三

〃

八
・
二
八

－

さ
さ
き
勝
正
後
援
会

佐
々
木

勝

正

佐
々
木

勝

正

岡
山
市
中
区
国
富
七
三
四

〃

八
・
一
八

千
田
昌
寛
後
援
会

千

田

昌

寛

岡

浩

司

総
社
市
下
林
八
二
一

〃

八
・
二
一

Ｔ
Ｋ
Ｃ
加
藤
勝
信
政
経
研
究
会

黒

﨑

安

博

平

田

精

宏

井
原
市
上
出
部
町
四
五
〇

〃

八
・

四
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
五
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党

世
紀
岡
山
を
つ
く
る
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
南
区
福
田
一
〇
一
五

一
九

岡
山
市
南
区
内
尾
二
二
九

一
四

平
成
二
六
・

八
・

八

－
－

21

〃

代

表

者

佐
々
木

功

佐

藤

光

彦

〃

〃

〃

会
計
責
任
者

黒

住

敏

雄

佐

藤

光

彦

〃

〃

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届
出
年
月
日

い
ば
ら
ぎ
隆
太
後
援
会

代

表

者

杉

岡

芳

昭

斎

藤

忠

幸

平
成
二
六
・

八
・
二
九

〃

会
計
責
任
者

中

山

龍

徳

田

中

三

郎

〃

〃

岡
山
県
酪
農
政
治
連
盟
備
前
支
部

代

表

者

松

﨑

隆

入

江

善

康

〃

八
・
二
八

〃

会
計
責
任
者

安

富

照

人

草

地

勝

弘

〃

〃

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
福
祉
研
究
所

政
治
団
体
の
名
称

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
福
祉
研
究
所

あ
や
大
介
後
援
会

〃

八
・
二
二

近
藤
吉
一
郎
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
山
方
一
一
九
五

二
六

津
山
市
小
原
四
二

一
四

〃

八
・
二
五

－
－

〃

代

表

者

松

村

丞

二

室

井

幸

男

〃

〃

竹
之
内
の
り
お
後
援
会

会
計
責
任
者

青

井

正

義

水

嶋

昌

康

〃

八
・
二
一

Ｔ
Ｋ
Ｃ
平
沼
赳
夫
政
経
研
究
会

代

表

者

浅

野

幹

夫

鍋

島

英

夫

〃

八
・
一
二

隆

友

会

会
計
責
任
者

中

山

龍

徳

田

中

三

郎

〃

八
・
二
九
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
五
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

太
陽
の
党
岡
山
県
第
三
選
挙
区
支
部

福

井

慎

二

平
成
二
六
・

八
・
二
六

日
本
維
新
の
会
岡
山
県
総
支
部

平

沼

赳

夫

〃

七
・
三
一

日
本
維
新
の
会
衆
議
院
岡
山
県
第
３
選
挙
区
支
部

平

沼

赳

夫

〃

〃

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

大
西
国
昭
後
援
会

横

山

利

昭

平
成
二
六
・

八
・
二
六
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
五
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

資
金
管
理
団
体
の
届

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

届
出
年
月
日

出
を
し
た
者
の
氏
名

岡

田

幹

司

岡
山
県
議
会
議
員

岡
田
か
ん
じ
後
援
会

岡
山
市
北
区
久
米
三
六
四

岡

田

幹

司

平
成
二
六
・

八
・
二
一

佐
々
木

勝

正

岡
山
市
議
会
議
員

さ
さ
き
勝
正
後
援
会

〃

中
区
国
富
七
三
四

佐
々
木

勝

正

〃

八
・
一
八
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
五
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異
動
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

綾

大

介

岡
山
市
議
会
議
員

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
福
祉
研
究
所

政
治
団
体
の
名
称

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
福
祉
研
究
所

あ
や
大
介
後
援
会
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